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令和２年３月５日（木曜日）

議事日程（第３号）

令和２年３月５日 午前９時開議

日程第１ 第１号議案 神河町いじめ防止対策推進条例制定の件

日程第２ 第２号議案 神河町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第３ 第３号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第４ 第４号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第５ 第５号議案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第６ 第６号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第７ 第７号議案 神河町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第８ 第８号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第９号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第10 第10号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件

日程第11 第11号議案 神河町水道給水条例等の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第12号議案 神河町町道路線の認定の件

日程第13 第13号議案 神河町町道路線の変更の件

日程第14 第14号議案 令和元年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第15 第15号議案 令和元年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第16 第16号議案 令和元年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第17 第17号議案 令和元年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第18 第18号議案 令和元年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第19 第19号議案 令和元年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第20 第20号議案 令和元年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第21 第21号議案 令和２年度神河町一般会計予算
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日程第22 第22号議案 令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第23 第23号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第24 第24号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第25 第25号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第26 第26号議案 令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第27 第27号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第28 第28号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第29 第29号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第30 第30号議案 令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第31 第31号議案 令和２年度神河町水道事業会計予算

日程第32 第32号議案 令和２年度神河町下水道事業会計予算

日程第33 第33号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第34 承認第１号 第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略の

策定の件

日程第35 承認第２号 神河町空家等対策計画の策定の件

日程第36 承認第３号 第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神河町次世

代育成支援対策推進行動計画の策定の件

本日の会議に付した事件

日程第１ 第１号議案 神河町いじめ防止対策推進条例制定の件

日程第２ 第２号議案 神河町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例制定

の件

日程第３ 第３号議案 神河町特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例制定の件

日程第４ 第４号議案 神河町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例制定の件

日程第５ 第５号議案 神河町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制

定の件

日程第６ 第６号議案 神河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件

日程第７ 第７号議案 神河町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例制定の

件

日程第８ 第８号議案 神河町福祉医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件

日程第９ 第９号議案 神河町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件

日程第10 第10号議案 神河町消防団条例の一部を改正する条例制定の件
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日程第11 第11号議案 神河町水道給水条例等の一部を改正する条例制定の件

日程第12 第12号議案 神河町町道路線の認定の件

日程第13 第13号議案 神河町町道路線の変更の件

日程第14 第14号議案 令和元年度神河町一般会計補正予算（第４号）

日程第15 第15号議案 令和元年度神河町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第16 第16号議案 令和元年度神河町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

４号）

日程第17 第17号議案 令和元年度神河町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

日程第18 第18号議案 令和元年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計補正予算（第

２号）

日程第19 第19号議案 令和元年度神河町水道事業会計補正予算（第４号）

日程第20 第20号議案 令和元年度公立神崎総合病院事業会計補正予算（第２号）

日程第21 第21号議案 令和２年度神河町一般会計予算

日程第22 第22号議案 令和２年度神河町介護療育支援事業特別会計予算

日程第23 第23号議案 令和２年度神河町国民健康保険事業特別会計予算

日程第24 第24号議案 令和２年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算

日程第25 第25号議案 令和２年度神河町介護保険事業特別会計予算

日程第26 第26号議案 令和２年度神河町土地開発事業特別会計予算

日程第27 第27号議案 令和２年度神河町訪問看護事業特別会計予算

日程第28 第28号議案 令和２年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算

日程第29 第29号議案 令和２年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算

日程第30 第30号議案 令和２年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算

日程第31 第31号議案 令和２年度神河町水道事業会計予算

日程第32 第32号議案 令和２年度神河町下水道事業会計予算

日程第33 第33号議案 令和２年度公立神崎総合病院事業会計予算

日程第34 承認第１号 第２期神河町人口ビジョン及び第２期神河町地域創生総合戦略の

策定の件

日程第35 承認第２号 神河町空家等対策計画の策定の件

日程第36 承認第３号 第２期神河町子ども・子育て支援事業計画及び第２期神河町次世

代育成支援対策推進行動計画の策定の件

出席議員（11名）

１番  納 良 幸 ８番 藤 森 正 晴

２番 三 谷 克 巳 ９番 藤 原 裕 和

３番 澤 田 俊 一 10番 栗 原  哉

４番 小 寺 俊 輔 11番 藤 原 日 順
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５番 吉 岡 嘉 宏 12番 安 部 重 助

６番 小 島 義 次

欠席議員（なし）

欠 員（１名）

事務局出席職員職氏名

局長 坂 田 英 之 主事 山 名 雅 也

説明のため出席した者の職氏名

町長 山 名 宗 悟 ひ と･ま ち･み ら い 課 参 事 兼ｱグﾘｲﾉベｰｼｮﾝ特 命 参 事

副町長 前 田 義 人 真 弓 憲 吾

教育長 入 江 多喜夫 建設課長 野  直 規

総務課長 日 和 哲 朗 地籍課長 藤 田 晋 作

総務課参事兼財政特命参事 上下水道課長 真 弓 俊 英

児 島 修 二 健康福祉課長 桐 月 俊 彦

総務課参事兼情報発信特命参事 健康福祉課参事兼保健師事業特命参事

岡 部 成 幸 保 西 瞳

税務課長兼滞納整理特命参事 会計管理者兼会計課長

和 田 正 治 山 本 哲 也

住民生活課長  木 浩 病院事務長 藤 原 秀 明

住民生活課参事兼防災特命参事 病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事

平 岡 民 雄 藤 原 広 行

地域振興課長 多 田 守 教育課長兼給食センター所長

地域振興課参事兼商工観光特命参事 藤 原 美 樹

小 林 英 和 教育課副課長兼社会教育特命参事兼地域交流ｾﾝﾀｰ所長

ひと・まち・みらい課長  橋 宏 安

藤 原 登志幸

午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、第９２回

神河町議会定例会第３日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

質疑に入る前に、若干申し上げておきます。
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会議規則第５４条第１項では、発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり、

またはその範囲を超えてはならないと規定されております。

また、同規則第５５条第１項では、質疑は、同一議員につき同一の議題について３回

を超えることができないと規定されています。

会議規則第５４条及び第５５条遵守の上、会議の進行に御協力をいただきますようお

願いしておきます。

それでは、早速議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第１号議案、神河町いじめ防止対策推進条例制定の

件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。このたびいじめ防止対策の推進条例の

制定ということで、私、大変よいことだと思うんですけども、提案説明の中に、既に町

ですとか各学校単位でいじめ防止の基本方針があるというふうにお伺いしております。

それを補強した形での今回の条例制定になると思うんですけども、私自身は、この条例

の第１条、目的の最後にも書いてありますが、児童等が安心して生活し、学ぶことがで

きる環境づくりをすると。そのためには、この条例の第４条に、いじめの禁止というこ

とで、児童等はいじめを行ってはならないというふうなことが明記をされております。

今までのいじめ防止の基本方針の中にもそういう方針、規定はあったのかどうかとい

うのも私は勉強不足でわからないんですけども、具体的に、学校のほうでこれまでどの

ようにいじめ防止について指導されてきたか。また、今回この条例が制定されたことに

よって、今までに加えて何か次の指導といいますか、今までの指導を補強するようなこ

とを考えておられるのか、その辺のところをお聞かせいただきたいのと、いじめ防止の

基本方針というのは、私、勉強不足で、今まで資料をいただいてるんかもしれませんが、

ちょっと手元に見当たらないので、そのようなものがあれば、この条例については議運

の委員長の報告の中では総務文教常任委員会に付託されるというふうに聞いております

ので、次回の委員会でも何かそういう提示できる資料があれば、また、子供たちにどの

ような指導をされてるのかというのが、目に見えるものがあれば提示をお願いできない

かなというふうに思っております。このことについて教育長、お願いいたします。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 入江でございます。今の御質問につきまして、いじめに関し

ましては、もう各学校、本当に力を入れて取り組みを進めているところでございます。

もちろん日々の児童生徒の観察、それから呼びかけ、それから道徳の授業における学び

等を通して、日々、いじめは行ってはいけないものであるということは十分学校として
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も認識をして取り組みを進めているところでございます。

あわせて教育委員会としましても、何とか子供たちにそういう意識の醸成をしたいと

いうことで、１２月の末から、ちょっとお見せいたしますが、このような、標語ではな

いんですが、いじめをしない、させない、許さないというのを神河の約束ということで

教育委員会でつくりまして、これを各学校の目立つ場所、昇降口であるとか廊下であり

ますとか、そういうところへ張り出してするように。あわせて、私が各学校５校の朝会

に行きまして、実際に子供たちにこれを見せて話をしてまいりました。もう５校全部回

らせていただいて、日々、今申し上げました授業でありますとか呼びかけでありますが、

これは表にある教育課程等によります働きかけなんですが、こういうのは隠れたカリキ

ュラムとも呼ばれておりまして批准カリキュラムとも申しますが、そういう表に出るも

のと裏の心を醸成していく、あるいは雰囲気をつくっていく、人権文化と申しますが、

あれも文化づくりなんですが、文化となるほどの定着をしたいという思いなのですが、

それと同じように隠れたカリキュラムとして学校全体にいじめをしない、させない、許

さないという、そういう雰囲気もしくはそういう心を醸成したいということで、こうい

う取り組みもしております。

それから、今御意見いただきましたいじめ防止基本方針、これはここにございますけ

ども、申しわけありません、お手元にひょっとしたら届いてないのかもしれませんが、

これは準備を早急にさせます。

これにつきましては、もちろん今申し上げたようなことが書いてありますし、体系的

なことも全て書いてありますが、これをもう少し詰めたものが今回の条例になります。

補足的に強化するということで、御質問ございましたけども、日々取り組んでおること

をもう少し、もう一歩、二歩、ずっと充実させていくと。それからもう一つは、基本理

念をしっかりもう一度押さえる。そして体制づくりですね。この中にもありましたけれ

ども、連絡協議会でありますとか対策とか調査委員会を、組織的なものをきちっと固め

て、より総合的にいじめに対応したいということでしておりますので、その辺の強化と

いうことでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。済みません、私のほうから３ページの

重大事態への対処の点で１点だけお聞きしたいです。

私の読み込み不足で漏らしてたら申しわけないんですけども、７のところに「町長は、

前項の規定により、再度、調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければなら

ない。」となってるんですけども、そもそもこの１１条の重大事態っていうのは、命等

々の危険が考えられるようないじめっていうふうに私は理解してるんですけども、議会

としては再調査をしなくても報告をしていただきたいと思うんです。当然それがチェッ

ク機能としての議会の役目だとも思います。なので、その再調査したときだけの報告義
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務というのは私はちょっと１点ひっかかるんですけれども、その辺は教育委員会として

はどうお考えなのかなと思いまして。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。いじめに

関しましては、この今回の条例で町長が委員会を設置して調査したときは、その結果を

議会に報告しなければならないと規定しております。ただ、先ほど小寺議員もおっしゃ

られましたように、いじめにつきましては、総務文教常任委員会、また、人権文化推進

特別委員会においても、毎年、学校の状況、また、いじめの状況も全て報告をさせてい

ただいておりますし、この件はしなければならないと定義づけてはおりますが、その他

の部分につきましても、今までもしっかり報告させていただいておりますし、これから

もそのようにさせていただきたいと思いますので、御理解よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。確かに今までも総務文教なり人権文化

で通常のいじめ等々は普通に報告はしていただいてるんですけども、今回この１１条は

重大事態なんで、いわゆる委員会の定期的な開催を待つんではなくて、こういった報告

があれば、総務文教になるのか、人権文化になるのかわからないですけれども、どちら

かを緊急招集をするような心がけで、ぜひその報告をしていただきたいと思います。そ

れで、この条例はすぐどうこうさわれというもんでもないんですけども、そういった心

がけでぜひ運用していただきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。ありがと

うございます。条例の中身を問わず、始まったというんですか、重大事態が起こった、

また、起こり得るというところから相談をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これは直接条例の内容とは関

係ないのかもしれないんですが、１点だけお尋ねをしておきたいと思います。

今、事象が発生した場合それぞれが対処するということで、今回いじめ問題対策委員

会なり調査委員会を設置されると思うんです。あと、次の３号議案のほうに絡んでくる

んですが、この３号議案の特別職の報酬として、対策連絡協議会の委員さんには費用弁

償、報酬が出ますということがあるんですけど、今言いました対策委員会なり、それか

ら調査委員会の委員さんの位置づけがどうなんかなという分です。これは、今まで他府

県でいろんな事象が発生した場合に、第三者機関ですか、そのようなのを設けて今まで

対処されてきたような例をニュース等で聞いとんですけど、それにかわるものというこ

とで理解しておいていいのか、その２点をお願いしたいと思います。
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○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。その第三

者委員会、三谷議員がおっしゃったとおりに、規則で条例の後につけております神河町

いじめ問題対策連絡協議会につきましては、情報交換、また、連絡調整を各種団体等の

委員さんになっていただいて情報交換することで、学校、また、教育委員会だけじゃな

く、地域ぐるみでいじめ対策を図っていこうという組織でございまして、その次の神河

町いじめ問題対策委員会といいますのが、教育委員会が委嘱する第三者委員会という位

置づけになります。それからまた、その次の神河町いじめ問題調査委員会がここにも記

載してあるんですけども、町長が委嘱する第三者委員会、いわゆる再調査委員会という

位置づけになってまいります。

報酬につきましては、いじめ問題対策連絡協議会につきましては規定させていただい

ておりますが、対策委員会、また、調査委員会につきましては、現時点では報酬等は明

記しておりません。また今後の検討というところになってまいります。以上でございま

す。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１号議案は、総務文教

常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２ 第２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２、第２号議案、神河町職員の服務の宣誓に関する条例

の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第２号議案を採決します。
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本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第２号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第３ 第３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３、第３号議案、神河町特別職の職員で非常勤のものの

報酬、費用弁償及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原でございます。説明を先日していただいたん

ですけども、監査委員の関係でございます。

例月監査等々で決算監査等々で熱心にされとるということでは理解はするんですけれ

ども、２４万円から３０万円にという部分で、もう少しそこら辺の報酬審議会等々の意

見も踏まえて、以前からなかなか監査委員さんの報酬については、年額で、議会は小寺

議員がしていただいとんですけども、そういう分も含めてなかなかこの監査委員の報酬

というものは、以前から結構１１万とか１７万とかそういう数字でずっと来とったんで

すけれども、ここへ来てぼんと識見者の代表監査委員さんだけを大幅に上げるというこ

とが果たしてどうなのかなという部分。町の財政なんかも特別チェックをしていただい

ております監査委員さんですので、この今の現状、これを、総務課が提案をしとるとは

思うんですけども、そこら辺の中身が報酬審議会で、従来どおりやとか、もっと金額を

抑えるとか、そういう部分の声がなかったのか、そこら辺についてどうでしょう。こう

いう部分、少し質問はしにくいんですけれども、その報酬審議会の考え方と監査委員の

報酬のあり方という近隣町のそういう事例があるんかないか、そこら辺も含めて総括的

に総務課のほうへお尋ねをいたします。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。監査委員識見者報酬の引き上

げについてのお尋ねということでございますけれども、結論から申し上げますと、冒頭、

一昨日の提案のとおり、満場一致というところでございます。

それから、当町の識見者報酬につきましては、従来、市川町と同様で年額２４万円と

いうことで、県下で一番低い報酬額ということでございました。高いところで申します

と、４０万、５０万というところでございます。平均値をとりましても恐らく３０万を

超えてくるという、そういうところに位置をしております。そして提案の中でも申し上

げましたとおり、神河町につきましては、病院の監査も受けているという特殊性がある

というところでございます。

あわせて、出ました意見を紹介をしますと、監査委員というのは、いわゆる神河町が
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執行している全ての内容についてしっかりと中身を見ていただいて、そして適正であっ

たか、そして問題があったかどうかということをしっかりと９月の決算審査の中で、監

査委員さん、代表監査につきましてはこちらに来ていただいて、そして説明もしていた

だいている、報告もしていただいているというところでございますので、そういった点

を考慮しますと、この額につきましては、現時点でも適正妥当であるというふうに判断

をされたというところでございます。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） そういう説明はとりあえず承っとんですけども、実は監

査をするときに、監査事務という部分は議会の監査委員さんと２名で、担当は会計管理

者が、それこそ副町長が同席されとるんか少しわからんのですけども、そこら辺につい

てしっかりとやっておられるのかどうか。そこら辺も含めて、やっておられる内容、例

えば例月監査は一日をかけてやっとるんか。決算監査については１週間程度、各課をそ

れぞれずっと毎日毎日やられとるというんは理解はしとんですけども、大変な仕事やろ

うとは思うんですけども、その部分、こういう部分で、報酬のアップということの議案

ですので、監査の中身、大変重要な部分を議会とはまた違った中で監視、チェックをし

ていただいとるいうことはよく理解をしますので、そこら辺の監査委員の中身をもう少

しお知らせ願いたいと思います。

それから、識見者、代表監査委員さんだけがという部分の２点目の質問になるんです

けども、報酬審議会で議会の監査委員の報酬がアップやとかいう話は出なかったのかど

うか、そこら辺についてもう少し触れたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（山本 哲也君） 会計課、山本でございます。まず１点目の質

問に対しまして私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

監査委員さんの監査ということでございまして、年間を通しまして例月監査、これに

つきましては定例で行っていただいております。それにあわせまして、決算監査、それ

から行政監査あるいは現地監査等々を随時行っていただいております。例月監査につき

ましては、役場所管の会計については私が出席をさせていただいておりまして、あと、

公営企業におきましては、上下水道分については上下水道課、それから病院事業につき

ましては病院の職員というところの出席で対応いたしております。なお、全ての監査に

つきましては副町長が同席をいたしております。

監査内容につきましては、もう本当に基本的な監査といいますか、調査をやっておら

れますし、その時々に応じてやっぱり支払いの内容も変わってきておりますので、それ

に合わせたチェック、あるいは大きな工事等がございましたら、契約書の確認から始ま

って現地の確認というふうなことでやられております。それから最近では、通常のそう

いう監査に加えまして住民の監査請求等もございまして、やっぱり専門的な知識を発揮

していただくという意味では、大変今の監査委員さんの識見については本当にありがた
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いなというふうに感じております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。識見者報酬のみの引き上げと

いうことでございます。議会議員選出の監査委員さんにつきましては、議員報酬との兼

ね合いもございます。そういうふうなところも含めまして、全くといいますか、そこは

議題には上がっておりません。提案説明の中でも申し上げましたとおり、議会議員の日

ごろの活動が見えないといったような言葉に象徴されるように、区長会での意見交換ご

ざいました。その一方で、これだけ広い神河町でよく頑張っているという、そういう声

も実際にありました。逆に、この議員のなり手不足という全国的な状況がある中で、神

河町についてはすごく頑張っていただいているので、議員報酬を引き上げるべきではな

いかといったような意見も実はございまして、報告もさせていただきました。

その中で、最終的には、議員みずからが、これまでも、そしてまた、これからも引き

続いて議員定数等については議論をされるということでございますし、また、行財政改

革推進委員会の中でも、その部分も含めて町全体の効率化を図る意味で点検、検証作業

を引き続いてしていただきますので、そういった点も含めてこの部分については、継続

してそれぞれの立場で御議論をいただくということでまとめていただいた報告であった

ということでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。一番最初に御質問いただいた部分で、監

査委員さんの活動ということに関しましてですが、私、総務課長のときも月例ずっと出

たわけではないんですが、決算とか等でお会いをしてますし、今はできるだけ同席をす

るというか、ほとんど同席をさせていただいてます。その中で強く感じますのは、監査

委員さんは、各議員の皆様も一緒ですが、研修会に出て新しいことを常に勉強されてお

ります。勉強されたことを毎回のように言葉にされて、こういうことはできてるかとい

うふうなことで点検作業をしていただいてます。その日だけではなくて、事前に渡され

た膨大な資料を読み込んで、当日、正しくお金が動いてるかどうかを見ていただいて正

しくヒアリングをしていただいてるこの努力は、ここに来ていただいてる時間以外もか

なり拘束してるものというふうに思われます。

そのような中で、議員代表の監査委員さんもいらっしゃいますが、申しわけないです

けども、議員報酬が出てる方と代表監査で議員報酬が出てない委員さんというところに

少し差があるのかなということで、今回は、県下の平均レベルにいってないとは思うん

ですが、恥じないだけのことをやっていただいてるというふうに思いますので、代表監

査さんの報酬を引き上げることに関しては、審議会の答申どおり妥当な判断ではないか

なというふうに思っておりますので、お伝えをしておきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番。仕事の内容は大変今までにないような仕事まで、
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監査請求まで昨年でしたか、ございましたね。そういうことで、御苦労を願っとるとい

うことは理解をいたします。

少し方向を変えまして、報酬審議会の皆さん方が、確かに神河町、よく頑張っておら

れるという部分で評価をしとるとかいうような、そういうような総務課長からお答えが

あったんですけども、そうではなくて、報酬審議会のやっぱり皆さんはもっと冷静に今

の町の状況を見ていただいて、大変厳しいように私はなっとると思う。以前の報酬審議

会メンバーに、そのメンバーによってその都度答申なりが出てきたこともございますね。

据え置きやとか、大変厳しい答申内容やったと思うんです。その今の総務課長なりの内

容を詳しく報酬審議会で説明はしていただいとるとは思うんですけれども、そこら辺の

全会一致でという部分、上げろ上げろとそういうような部分では、少し異論のある委員

もいらっしゃったのではないかなということを少し報酬審議会のメンバーがどなたか、

私、会長は商工会の会長やとかいうような話はしたんですけども、あの方の性格もよく

知っとんですけれども、そういう値上げの方向の方やと。

そうではなくて、もう少し報酬審議会、特別職なんかは特にこういう部分も含めて、

県下でこうやからこうやとかいうようなことじゃなくて、厳しく意見も述べていただい

たらいいんかなとは思うんですけれども、委員の中でそういう話はなかったということ、

全会一致やということなんですけれども、そこら辺について、報酬審議会の５人とか６

人のその会議の内容等も少しわかっておる範囲でお答え願えればありがたいです。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。まず、この報酬審議会の答申、

そしてまた、会議内容、いわゆる議事録ですけれども、この写しも含めて議会のほうに

お渡しをしておりますので、また詳細についてはそちらで確認をいただければなという

ふうに思いますけれども、全くもって今議員がおっしゃったような視点ということでは

なくて、本当にさまざまな立場で前回の報酬審議会の委員から見ましても、全体で１０

名いらっしゃるんですけれども、留任、引き続いてという立場で入られたのは２名だけ

ですね。あとの方が全く今回初めてという方でございました。その中で、私自身も一番

心に残ってるのが、人の報酬をはかるときの基本というのは、時間管理が基本でしょと

いう言葉なんですね。あくまで働いた時間に関して、その適切な報酬を支払うというこ

とが基本ですよということをおっしゃったんです。ですからそこの中身というのは、議

会議員さんに対しても同じことも一方では言われました。それから日額で行政委員を受

けていただいてる方についても、そのような視点でお話もされました。

その中で、一方の意見としましては、行政がいろんな委員さんに就任をお願いすると

きに、現在の費用弁償でも、お金の問題だけではないんですけれども、それでもなかな

かお引き受けがしていただけないという、そういう難しい面もあるんだと。例えば午前

中たかが２時間の会議に出席をするだけであっても、１日休みをとって、そして準備を

して行かないと出席はできないといったようなこともありますと。そういうふうなこと
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も含めて、今回の審議会の中では、特に時間管理ということについて強く提言があった

なというふうに受けとめております。

それから、もとに戻りますけれども、監査委員識見者報酬について全会一致という部

分でございます。この部分につきましては、先ほど来言っておりますとおり、その責任

の重大性、スキル等も含めて、また、会計管理者も申しましたけれども、今回は住民監

査請求といったような本当に専門的な知識を有する、そういう立場での任務も果たして

いただいているというところでございます。本当にしっかりと対応していただいてると

いう中身を１０名の委員皆様がしっかりと受けとめていただいた結果であるということ

で、御理解をいただきたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ここで、私のほうから１つ注意をさせていただきます。

といいますのは、先ほど審議会の委員は商工会の会長やという中で、名指しに近い言

葉の中で、上げる方向ばっかしの考える方やと言われる、そういう中傷的なことで、非

常に彼にしたら大変不名誉な言葉を受けたというような形で受け取られると思いますん

で、こういうことについては、報酬審議会のときには報酬審議会の意見を述べられるし、

また、ほかの諮問のときにはほかの諮問について真剣に取り組まれると思うんで、そう

いうことも我々が勝手にそういう判断をするということは非常に残念なことなんで、少

し気をつけていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。代表監査委員さん、識見者の監査委員

さんの範疇での質問というふうにしたいんですけども、たしか監査委員さんの年間の日

数というのを、提案説明の中には２０日間というふうな発言が総務課長からあったと思

うんですね。ですけども、先ほどからの当局側の説明の中にも裏づけられるように、例

月監査、決算監査、行政監査、それに加えた現地監査、それと住民監査請求への対応、

それに加えて、先ほど執行部からのほうの説明にもあったように、監査委員さんの研修

ということも対応されております。全国の協議会に行かれて、また、県の協議会でもた

しか２回あったと思うんですね。それについて今出てるのは旅費と費用弁償のみであり

ます。先ほど総務課長のほうからも時間管理というお話がありましたけれども、私は、

それらの研修も含めた実際に拘束している日数、時間というのは、私は２０時間ではな

いと思います。それをはるかに超える日数、時間を拘束してると思うんですね。

その辺のところ、今回の報酬審議会では、県下の平均に達したというところですけど

も、今後も、もう少し監査委員さんの、今、報酬審議会の委員さんも言われてる時間管

理という観点であれば、実働日数、時間をもう少し的確に把握をしていただいて、その

報酬審議会へ提案される資料の中にそういう動きをしっかりと書いて説明をしていただ

くと、そういうことをお願いしたいと思いますが、その２０日とおっしゃった部分が少

し気になりますので、総務課としてどのように考えて２０日と考えておられるのか、お
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尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 監査日数につきましては、議会のほうから資料をいただい

ております。一般監査、そして特別監査ということでございます。その中で、一般監査

の部分と決算審査の部分を足しますと、２０回ということで報告をさせていただきまし

た。澤田議員おっしゃるとおり、それに加えて、研修のための会合への出席であったり

とか、自己研さんといいますか、そういった部分というのは当然時間ではかれない、そ

ういう活動の中に含まれてくるというふうに理解をしております。この部分が時間管理

ということで御提言をいただいた委員さんいらっしゃったんですけれども、時間だけで

活動がはかられるという部分と、それから時間だけでは実は活動がはかられないという

部分も現実的には委員さんの中にいらっしゃいます。それが年額報酬の委員さんであっ

たり、日額委員さんとの違いであるといったような内容の説明もさせていただいたとい

うところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。私、そういう日ごろの自己研さんとい

うのは、もうもちろん識見の監査委員さん十分に対応していただいてると思うんですが、

私が申し上げたいのは、やはり研修はちゃんとその研修会に出席されてるわけですから、

それも決まった日数で出席されてるんで、その部分はやはり時間管理の中に、東京へ１

泊２日、また、県でも１泊２日の研修会が２回あると思いますので、具体的に言います

と、その２０日と今おっしゃってるのに加えて最低６日間は時間を拘束してるわけです。

その辺のところは御理解いただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。澤田議員おっしゃるとおり、

そういった研修会も含めますと年間で２７回という実績がございます。私が説明を申し

上げましたのは、そういった研さんのための研修会を除いても２０日間ある。その２０

日間の中で、実は８時間の勤務といいますか、任務に当たっていただくとした場合、現

時点で２４万円ということでございますので、一月当たり２万円ということになります。

その１日当たりの単価を計算をしますと、１日２万円というような金額になるかならな

いかという話でございます。これを時間換算をした際に妥当かどうかという、そういう

ふうなところでの御意見も実はいただいておりますので、冒頭申しましたように、責任

の重大性というところも含めて、この引き上げについては全会一致であったということ

を改めて御報告をさせていただきます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。
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反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第３号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第３号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第４ 第４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第４、第４号議案、神河町特別職の職員で常勤のものの給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第４号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数であります。よって、第４号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第５ 第５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第５、第５号議案、神河町職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点確認と教えていた

だきたいと思います。
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この第１２条第２項１号は、夜間に勤務する看護師等に対する手当として深夜割り増

しプラス手当が出るような制度だと思うんですが、さっきの病院の総務課長の説明の中

では、看護師というような夜間勤務をした看護師等に適用するような条例改正ですとい

うような話でしたんですが、もともとの１２条を見ますと看護師等という表現がしてあ

りますので、実際、看護師以外の職種の職員で夜間勤務をした場合はこれに該当される

かどうかという分の確認と、もう１点は、会計年度任用職員で恐らく看護師さん等もお

られると思うんですが、この方についても職員の給与規定を準用する中でこの手当が出

るかという、この２点を確認したいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。三谷議員のおっしゃるとおり、「看護等手当」となっておりま

す。実際のところ、夜間に勤務する職員につきましては、ドクターもそうなんですが、

看護師のみとなっております。ですので、現状でいきますと、看護師に対する夜勤の手

当ということで今現在支給させていただいております。

会計年度任用職員に対する手当ということでございますが、当然職員、看護師の看護

師不足というところから、現在、嘱託職員ですが、その方についても夜勤の交代勤務が

できる方ということで募っていただいて、実際にしていただいております。その方につ

きましても、この手当の支給はさせていただいてるところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。ということは、現状は深夜勤

務をされてるのは看護師さんしかおられないので、そのような表現だったということな

んですが、今後、看護師さん以外の職種の方で深夜勤務をされた場合は、当然割り増し

賃金とこの手当が出るというように理解しておっていいでしょうか。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。今現在やっておりませんけども、看護助手というところの夜勤

勤務というところも、他の病院ではやられてる病院がございます。当院は今やっており

ませんけども、看護助手というところの夜勤勤務が実際に出てくれば、これも該当する

というところで御理解いただければと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。
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〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第５号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第５号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第６ 第６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第６、第６号議案、神河町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点確認をしておきた

いと思います。

パートタイムの会計年度任用職員の中で通勤されたとき、その通勤手当相当分として

費用弁償として支給するということなんですが、費用弁償ということなので、通勤手当

ではないですよというような理解もされるわけなんですが、会計年度任用職員の方につ

いても多分有給休暇があると思うんですね。有給休暇の日は実際勤務をされてないので、

この費用弁償を出すことになるのか、出さないことになるのか、その辺はどのように決

めておられるかをお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。今回の提案の部分につきまし

ては、日額及び時間による勤務をしていただく会計年度任用職員の方ということでござ

います。そしてこの費用弁償というのは、あくまで旅費的な意味合いで支給するという

ところでの適用とさせていただいておりますので、勤務の実態があったということに当

然なってまいります。有休部分につきましては、そのような形で報酬としては支払いを

するというところになってございます。そういう観点からいきますと、両方の考え方と

いうことができるわけですけれども、基本的には、通勤はしていないというところの考

え方が妥当であるというふうに考えておりますので、あくまでこの費用弁償については、

有休部分につきましては支給はしないということで考えております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかに。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。通勤に係る費用弁償ということなんで

すけども、１点教えてほしいんですが、この費用弁償に係る税法上の処理、それはどの

ように考えておられますか。

－１７３－



○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。従来どおり、通勤にかかわる

部分につきましては非課税ということでございますので、そのように取り扱いをしたい

というふうに思います。ただ、額によって少し取り扱いが異なってくる場合があるよう

ですので、そのあたりは上位法にしっかりとのっとった対応をしてまいります。以上で

す。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第６号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第６号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第７ 第７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第７、第７号議案、神河町固定資産評価審査委員会条例の

一部を改正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第７号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

－１７４－



○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第７号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第８ 第８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第８、第８号議案、神河町福祉医療費助成条例の一部を改

正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第８号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第８号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第９ 第９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第９、第９号議案、神河町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定の件を議題と

します。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論がないようでございます。討論を終結します。

これより第９号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第９号議案は、原案のとおり可

決されました。

・ ・

日程第１０ 第１０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１０、第１０号議案、神河町消防団条例の一部を改正す

る条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑ないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１０号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１０号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１１ 第１１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１１、第１１号議案、神河町水道給水条例等の一部を改

正する条例制定の件を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございますか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。質問といいますか、教えていただきた

いんですけど、この改正は、５年間の延長ということで、水道料金の加入とケーブルテ

レビの加入料を免除するということなんですけども、そのいわゆる５年間延長すること

によって本来入ってくるはずであった加入金等の損失を、どれぐらいの額を見込まれて

るのかっていうのがあれば教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 岡部特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） ちょっと計算させてください。

○議長（安部 重助君） 総務課、岡部特命参事。

○総務課参事兼情報発信特命参事（岡部 成幸君） 済みません、総務課、岡部でござい
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ます。これまで４年間の免除をさせていただいたわけでございますが、その実績から申

しますと、１年当たり、約ですけども、１７件ほどになります。このまま加入者があっ

たと推移しますと、これの５年間の加入金が、現在の条例でいいますと２万円ですので、

５年間では１７０万円というようなことになろうかと思います。ケーブルテレビのほう

では以上のようなことです。

○議長（安部 重助君） 真弓上下水道課長。

○上下水道課長（真弓 俊英君） 上下水道課、真弓でございます。この４年間のトータ

ルで６１件の免除の件数がございました。トータル金額といたしましては ６５０万円

ほどの金額となっておりますんで、この次の５年間においても同じような推移かなとい

うところで見てるところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１１号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１１号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１２ 第１２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１２、第１２号議案、神河町町道路線の認定の件を議題

とします。

本議案に対する質疑に入ります。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。町道の条例を見させていただきながら

質問するんですけども、旧町間で大河内と神崎の間で神崎のほうの町道が漏れとるとい

うようなことで、今回、新規路線の追加が７１路線ということで多く提案をなされてお

ります。その中で、各集落ごとの１番からずっと地図を見させていただきよんですけど

も、ちょっと建設課長、数が多いんですけれども、よろしくお願いします。質問をいた

します。
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５ページの上の地図の番号でちょっといかせてもらいます。１番、これ作畑地内なん

ですけども、私、先ほども言ったように、生活をされとる家が１戸ないし、その集落に

とっては重要な道路やということでお尋ねをします。これが今回に漏れ落ちとるんでは

ないかという部分、作畑地内２件お願いします。路線番号０２００２の延長でございま

して、奥の方に足立賢二さんというお宅がありまして、延長はちょっとわからんのです

けども、そこら辺がこの作畑地内の一つの道路、これ１点と、それからもう少し作畑地

内の奥のほうになりますけれども、林さんというお宅が道の上のほうにあるんですけど

も、２軒ほどあるんですか、そこら辺の道路が町道になってないというような、この地

図を見とったら、そういう部分をどのように、今回漏れとるんか、それから認定を外し

たんかという部分のお尋ねをします。

それから、続いて、地図番号の３番でございます。大畑地内の手前のほうになるんで

すけれども、稲川の水道屋さんがある近辺なんですけども、路線番号は０３００８、こ

の部分の１段道の上のほうなんですけども、この地図からして町道の緑の実線なり、少

し町道になってないという部分です。

それから、次に、同じく地図番号３番の越知地内になりますけれども、路線番号は０

４００１から０４００２、この上越知に上がる手前のとこなんですけれども、確かに家

が密集しておるところを上越知の谷川にかかっとる橋があるんですけども、そこら辺の、

これ距離としては何十メートルになるんですけども、ここら辺がこの地域にとっては町

道になるんと違うんかなという見方でございます。

それから、続いて、４ページになります。これは岩屋地内になるんですけども、岩屋

の区長さん、奥野さんという区長さんがおられる、あれは字名、今ちょっと浮かばんの

んですけど、０５００１路線の奥野区長さんの近辺の北側にあるような、家が二、三軒

あると思うんですけども、そこら辺が今回の地図には載っていない。それから同じく岩

屋地内の０５００９の延長になりまして、お寺が上のほうにあるんですけども、その谷

川がずっと落ちてきとる、そこら辺の部分が１軒、２軒あるんですけども、そこら辺が

この地図から抜け落ちとるんではないかという質問です。

それから、５ページ目になります。これは根宇野地内になります。まず１点目は、根

宇野、谷川、グリーンエコーのとこへ行っとる路線番号０７００２、以前から建設課に

私も結構何回も言うとったんですけども、ここは生活道路やし、町道ではないかという

ことで言うとった０７００２の路線番号の谷川沿いの若畑康已さんとか雅彦さんとか二、

三軒家がある狭いとこなんですけども、ここにも橋がたしかかかっとるんです。ここら

辺がこの部分が抜け落ちとるんではないか。

それから、根宇野地内、路線番号０６００５から０６０１６、岸田製材所さんがある

んですけども、その反対側の北側の町道が、ここ家が二、三軒、ちょっと名前はわから

んのですけども、この部分、この地域にとっては重要な路線が今回から抜け落ちとるん

ではないか。もう一つは、路線番号０６００６、根宇野地内で、これはその北側の上の
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ほうになるんですけども、岸田土木さんのお宅がある上近所にたしか２軒ほど家がある

んですけど、ここら辺が今回この地図にも載っていないということです。

それから、引き続いて、地図番号のページ数は７番、数が少し多いんですけども、中

村地内、路線番号が少し書いてないんですけど、ラ・フォーレの森川さんのマンション

があるんですけども、もちろんマンションですので、大勢の方が住まわれております。

その奥に１軒、足立さんとかいう家があるんですけど、そこら辺のその部分の中村山田

線から分岐して中へ入り込むんですけど、そこら辺が今回から抜け落ちとるんではない

か。もう一つは、中村地内、ラ・フォーレの今度は南側になるんですけれども、山本さ

んとかいうお宅があるんですけれども、路線番号は０８０１７から０８０２１、ここに

も二、三軒ある、この部分も今回この地図には抜け落ちとるんではないか。

それから、引き続いて、中村地内、これは以前私が６年も７年も前に何か全協の場で

少し触れたんですけども、路線番号０８０１１から路線番号０８０１２とか、神崎公民

館の入り口いうんか、その部分です。家はちょっと忘れたんですけども、上のほうに中

村豊さんというお宅と、こちらへ結んどる道路が１００メーターを、あのときには９０

何メートルしかないから町道には認定できないというような、六、七年前のこの道路が

今回もこの分から抜け落ちとるんではないか。これがずっと赤橋とか、以前

保西さんのお宅のほうへ、川のほうへ行っとる町道とこれ連

動してこの部分が町道になるべきやなとは私なりには思いました。

それから、もう１点は、中村地内、路線番号０８０２１から１６００１、銀の馬車道、

この中心部のところです。難波ガラスさんとか奥川さんとかいうお宅があるんですけれ

ども、そこから裏へずっと入っていって来とる道路が神姫バスの西側になっとるんです

けど、難波さんとか、そういうお宅が何軒かあるんですけども、今回この部分も地図か

ら漏れ落ちとるんではないか。

それから、次に、粟賀地内に入りますけれども、 桐月さん、

粟賀町の桐月さんの家の辺から神崎幼稚園のとこら辺に行っとる０９００４、こういう

道路も幼稚園周辺の部分で町道から漏れ落ちとるんではないか。それから粟賀町の０９

０１５、これは粟賀交番の南側になるんですけども、

家がある但陽さんとの合わさを南に行っとる道路が奥のほうには１軒か２

軒かあるんか、それと、アグリでこの前でハウスなんかをしとる部分、この部分は行き

どまりになってますね。これも漏れ落ちとるんではないか。

それから、次に、吉冨地内になるんですけれども、長泉寺というお寺があるんですけ

れども、これは１６０１４、ここら辺と、それから路線番号１６０１３、このとこの松

岡さん、二、三軒あるんですけど、ここら辺が今回から抜け落ちとるんじゃないか。そ

れから１６０１３、同じく吉冨のゴルフ場の字名は段床になるんですが、岡田さんとか

いう、ここら辺のおうちの入り口部分、ゴルフ場へ上がっとる道路やと思うんですけど、

ここら辺も町道になってないんではないかという質問でございます。
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続いて、８ページになります。８ページになりますけれども、粟賀地内から福本地内

にかかわる０９０１３から１００１６、粟賀木材さんと、その奥の方に、これ福本地内

になるんだろうと思うんですけども、 藤原さんとかいうお宅

が二、三軒ここある、この部分もこの部分から抜け落ちとるんじゃないか。

それから、これ福本地内になります。神崎高校入り口部分から上のほうに分譲地もご

ざいましたり、その途中から足立さんとか髙峰さんとか松本さんとか金川さんとか何軒

か家があるんですけど、ここら辺の道路がありながら町道になってないという部分と、

それから福本の福山地内の奥のほうに分譲地があるこの分譲地内の道路も、内田さんと

か南田さん、石橋さんとか何軒か家が分譲地内にあるんですけど、ここら辺も今回なぜ

か認定されてないなと思います。

それから、次に、地図番号は９番目です。東柏尾地内、これ路線番号は少しわからん

のんですけども、中野正義さん、中野清高さんとかいうお宅が東側に何軒かある。ここ

ら辺の道路が３軒、４軒あるのに今回落ちとるんではないか。それからこれ東柏尾地内

の桜華園から南の何軒か、中野和一郎さんとか亡くなった中野薫さんとか、それから向

本寺下の木村さんから山名さん、この何か旧、狭いとこなんですけども、生活道路、町

道の機能をしとると私は思うんですけども、ここら辺が今回も抜けとるんではないか、

そういうように思います。それから向本寺横というんは、１４００６から１５００２の

この間でございます。

それから、柏尾地内になります。町営柏尾団地が新しくできたこの真横の道路から南

におりとる村上さんとか、何か病院の名前はちょっとわからん、そういう方の道路。そ

れから立岩さんの分譲地内の道路が地図には町道になっていないのではないか。これは

松本さんとか小坂、岸田、西垣さんとか、ここも１０軒ぐらい結構あるんですけども、

ここら辺の部分が町道になっていないのではないか。

それから、続いて、１０ページになります。大山地内、路線番号は１８００３から１

８０１３、これは 佐想さんとか、森角敏夫さんとか森角良

作さんとか、ここ昔からの狭い道路なんですけれども、２メートル程度の道路なんです

けども、ここら辺、生活道路としてあそこに五、六軒、結構大山地内の重要な、それこ

そ緊急車両がなかなか入りにくいような道路なんで、拡幅も含めて町道にならざるを得

んかなと私なりには思います。

それから、杉地内。路線番号１７００１より、これは 区長さんとこの家の真横か

ら西へずっと入って、これも何軒か家があって必要じゃないか。それからもう一つは、

西畑秋雄さんというお宅があるんですけども、この横から天理教のほうへ迂回するよう

な形、これも町道にはなっていない。それからもう一つ、杉の大歳神社の北側、路線番

号１７００１から国道に抜けとる道路、数はいろいろ言ったんですけれども、粟賀町に

なるんですけどコメリの神崎フードの辺の井上さんとか 久長さん、この方、何

軒かこのお宅のここら辺が町道になっていないんではないか。
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それから、貝野地内の路線番号は少しわからんのんですけども、８ページ、多田さん

とかいう、多田さんいうのが結構あるんですけども、多田修さんとかいう、こういう生

活道路へ入っとるこの部分が行きどまりにはなってはいるものの町道やと思うんですけ

れども、そこら辺について。まだまだ地図的には神河町の全町がここには載ってないん

で事細かくはよう見らんのんですけども、先ほど言いましたこの部分が地域の区長さん

とここを認定するに当たって協議はされとるとは思うんですけども、ここら辺がなぜ抜

けとるんかという、漏れ落ちとるんかという質問をいたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 先ほど藤原裕和議員からたくさんの路線名を言われました

んであれなんですけども、このたび見直しをさせていただいたのは、旧でいいますと旧

大河内と旧神崎の圃場整備事業等で整備した農道が、旧大河内のほうは基幹農道を全て

町道に認定していると。ただ、旧神崎側では、その圃場整備等で整備した基幹的農道が

農道のままで残っていると。その差を埋めるという形での認定をさせていただいており

ますので、ちょっと細かないろいろな生活道路はございますけども、その部分について

は今後の検討という形でお願いさせていただきたいと。このたびは、旧町間の均衡を図

るという形の中で大まかな圃場整備等で整備した基幹農道を町道に認定したということ

で、御理解をお願いしたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほかないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１２号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１２号議案は、原案のとおり

可決されました。

・ ・

日程第１３ 第１３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１３、第１３号議案、神河町町道路線の変更の件を議題

とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

－１８１－



三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも１点、確認だけお願い

したいんです。

今、１４番、従来の町道峰山砥峰線を峰山線に変更するということになってます。当

然これはきょうこの分で承認が議決すれば告示して町道認定されると思うんですが、１

つ、辺地対策事業の中で総合整備計画の中で町道峰山砥峰線という言葉を使った計画が

あります。それで、この峰山線に変更することによって、その総合整備計画そのものに

影響があるかどうか、その点だけを、もしくはその総合整備計画の変更というような形

の中で議会の手続を踏まなければならなくなるのかという、その点についてお尋ねをし

ておきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 回答、誰ですか。

児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。その部分に

つきましては、当初言われたとおり、峰山砥峰線の整備ということで実施をしていると

いうところの中で、この辺地対策事業における名称が変わるということの中の路線名に

ついては、県との協議をしながら検討させていただくということで、町道には変わりが

ございませんので、その辺、県と少し協議をさせていただきたいと、このように思いま

す。

○議長（安部 重助君） よろしいか。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。同じ答弁になるんですけれど

も、基本的に町管理は変わらないという立ち位置でございますので、その点で協議を行

うというところでございます。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございます。討論を終結します。

これより第１３号議案を採決します。

本案については、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立全員であります。よって、第１３号議案は、原案のとおり
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可決されました。

ここで暫時休憩いたします。再開を１０時４０分といたします。

午前１０時２５分休憩

午前１０時４０分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

・ ・

日程第１４ 第１４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１４、第１４号議案、令和元年度神河町一般会計補正予

算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。今回繰越明許のところで、小・中学校

費、いわゆるＧＩＧＡスクール関連のやつが出てまして、それで、次年度、令和２年度

予算でも出てるんですけれども、神河町としては、ＧＩＧＡスクールをこの今回の繰り

越し分と次年度予算でどの程度までやられるのかというのを教えていただけたらと思い

ます。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。ＧＩＧＡ

スクールについてでございます。ＧＩＧＡスクールにつきましては、ＧＩＧＡスクール

の構想ということで、国のほうが要は児童生徒１人１台の端末及び高速大容量の通信ネ

ットワークを一体的に整備するというところでございまして、端末１人１台につきまし

ては令和５年度までに整備しなさいという方向性が出ております。その中で、通信ネッ

トワークにつきましては今回の補正でのみ対応できるというところでございまして、神

河町の小・中学校につきましては、パソコン教室のパソコンがかなり古いというのと、

まだウィンドウズ７だというところで、来年度、令和２年度で更新予定をしておりまし

た。そこで、この国からの補助の話がありましたというところがあるんですけれども、

当町におきましては補正予算での対応につきましては、国が言っております通信ネット

ワークのＬＡＮ整備を行います。学校内１０ギガでの対応というところで予定をさせて

いただいております。

来年度におきましては、パソコンルームのパソコン、また教職員のパソコン、それか

ら大型提示装置なんかの整備を考えております。１人１台のパソコンにつきましては、

既に２０２２年度までに文科省のほうが３人に１人のパソコンを整備しなさいという方

針が出されておりまして、その３人に１人のパソコンの部分については、もう既に地方

財政措置、交付税措置がなされていますので、今回の補助対象とはなっておりません。

残りの３人に２人分につきましては、令和５年度までの整備で補助対象ということにな
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っております。ただ、パソコンルームに整備するパソコンにつきましても、３人に１台

とカウントしてよいということになっておりまして、国が示しております令和２年度の

残りの３人に２台入れるには、その３人に対しての１台を２０２２年度までにしっかり

入れなさいよと、それが補助する条件ですよと国が示しております。

そこで、今回の補正につきましては、先ほど申し上げましたように、通信ネットワー

クの整備のみで全額繰り越して事業を行います。来年度の令和２年度のパソコンルーム

等の整備につきましては、補助対象外と、一般財源といいますか、補助対象とはなって

おりません。今後検討しながら令和５年度までに選定していくというわけでございます

が、今回パソコンルームにパソコンを入れるというところで、そこのパソコンも３人に

１台というところの対象になってございますので、令和５年度に入れる、どんなパソコ

ンを入れていくのかというところを、この夏に入れるパソコンと同じパソコンを入れた

いと考えております。その中で、パソコン、普通のデスクトップにするのか、タブレッ

ト型にするのか、それからもう１個、何でしたっけ、２ｉｎ１いうんですか、こういっ

た小さいのにするのかというところの選定を早急にしていきたいと思っております。そ

こでまた授業用の先生方のパソコンについても令和２年度で入れるというところで現在

考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。ありがとうございます。

国のＧＩＧＡスクール構想で１人１台パソコンというのも、私もちょっとは調べたん

ですけれども、今回、いわゆるコロナウイルスによって学校閉鎖になったわけなんです

けども、ちょうどこのＧＩＧＡスクールの記事とかを見てて、もし１人１台タブレット

端末が支給されてたら、学校閉鎖されても家庭で何とか授業っぽいものが可能なのかな

とかは、私、個人的には思ったので、今回、次年度予算ではまだまだ１人１台まではい

かないみたいなんですけども、いつそういった事態が起こるかわからないので、できる

だけ早急に、万が一閉鎖になっても家庭でも学習ができるような環境をぜひつくってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。ありがと

うございます。

令和５年度までということなんですけども、できるだけ早く導入したいというところ

でございますが、それを指導する教員のまずもって研修、また指導できる体制というと

ころをまず先にしないといけないというところで、そこを早急に進めていきたいと思い

ます。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 入江でございます。ＧＩＧＡスクールにつきまして、御質問

といいますか、確認をいただきまして、ありがとうございます。
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詳細については、今、課長のほうが申しましたが、構想としては、町としてもやっぱ

りタブレットなりパソコンなり、児童生徒に１台ずつという構想は持っておったんです

が、なかなか予算的なものがついていかないというところで、今回、国のほうからこの

ような方針が出てまいりましたので、教育委員会としては非常にありがたい構想である

というふうに思っておりますが、まず、各学校１０ギガですか、何か校内やったらどこ

でも使えるそれだけのものをまずは構築せんと、パソコン何ぼ配っても使えないという

ことですので、まずそこからやっていこうということで、今回予算計上させていただい

ておりますが、タブレットになるのかパソコンになるのかいうこともございますが、こ

れは県のほうでもこの国の施策を受けまして、結局、まずは機種の選定とか、どういう

ものをするかいうことを県のほうでも協議会を立ち上げて、各市町の担当者が集まって、

できたら県で一本化といいますか、業者もいろいろ業者がありますので、県も市町と一

緒になって考えていきたいということで力を入れてくれておりますので、そことも連携

を図りながら、今後５年間のうちにはしっかりと子供たちに端末が１人１台行くように

詰めていきたいと思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。今回、３月の定例会の補正ということ

で、いわゆる決算見込みといいますか、契約の差金による減額というのがたくさん出て

きました。昨年と比べるとかなりたくさん出てきたなと思うんです。というのは、昨年

９月の定例会の決算認定の際に不用額が多過ぎるという話の中で、このようなかなり減

額の補正が今回出てきたんじゃないかなと思うんですけども、そういう決算見込み、ま

た契約の差金による減額というのは私はもちろん構わないと思うんです。これをまた繰

り越しに、また他の財源に回すということについては大いにいいことだと思うんですけ

ども、その中で、２５ページの農林水産業費の中の林業費ですね、来年度の当初予算に

おいても負担金、補助及び交付金の中で、県民緑税、また森林環境譲与税等を活用して、

いわゆる林業整備の予算が積極的に上げられていると思うんですが、このたび３月補正

で針葉樹林と広葉樹林ので合樹林の整備事業の負担金が約 ３００万円、町単で間での

事業の補助金が約 ０００万円減額になるんですけども、積極的にこの事業を進めなけ

ればならない中でこういう減額が出てくるというのは、この事業の執行に困難な課題が

あるんだなというふうに推察するんですが、何が課題でこのように進まないのかという

ところをもう一度教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 多田地域振興課長。

○地域振興課長（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。澤田議員さんの質問

にお答えさせていただきます。

まず、緊急防災林、また針葉樹林、広葉樹林ので合、そういった事業でございますけ

ども、どうしてもやっぱり地元の同意等が必要でございます。特にそういったものが大
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きく影響をしております。また、町単部分につきましてもなかなか事業が、地元の調整、

またそれぞれの林家の皆さんの部分の、事業としては山林部長会とか、そういう部分の

中では説明させていただいておりますが、なかなか事業が進まないといったことが原因

でございます。

また、今後におきましても、今度、森林環境譲与税の部分で予算も組んでおります。

そういった中で積極的に取り組んでいきたいというふうには考えております。以上でご

ざいます。

○議長（安部 重助君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 澤田です。今、多田課長のほうから説明があったとおり

ということで、なかなか進捗が困難だということなんですけども、せっかくの財源であ

りますので、先ほど言われたとおり、より丁寧に説明をしていただいて、目的が達成さ

れますように、事業の進捗をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 多田地域振興課長。

○地域振興課長（多田 守君） おっしゃるとおり、引き続き頑張っていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。ページ数は２３ページ、病院のことで

質問いたします。

多くの減額がずっとほかの項目ではされとんですけれども、この病院については収支

状況が悪いというような説明も聞いとんですけども、担当のほう、大きな補正額ですの

で、２億円という部分が、資金が不足しておるということも含めて、今の病院の一体中

身がどうなっとるんかいう部分をこの本会議でお示し願いたい。

そして、新しい病院をつくって、一定努力はしていただきよるとは思うんですけれど

も、ここら辺についての全体の、これから一体病院がどうなっていくんかなと大変心配

をいたしております。そういう部分で、担当課長と、それから、実は事務長さんがここ

で定年になられるということは聞いとんですね。民生の委員会、２月にもございました。

そのときにも事務長さんがいらっしゃらなかったと思うんですね。そういう部分で、事

務長さんの、定年される、３月いっぱいでされるということですので、今まで細岡の事

務長さんとか、恐らく１０年以上病院の事務をかかわってきておられて、藤原秀明事務

長がどのようにこの病院を見られておるのか。事務長が一番やろうと思うんですね。こ

の職員の中ではね。町長が管理責任者かどうか、そういう部分も含めて、どんどんお金

をつぎ込んで、合計額が何か９億とかいう説明が、９億 ０００万とか、大変な、出資

金も含めてですね。そこら辺、総務課の財政特命参事から説明はいただいたんですけど

も、やはり町民の皆様にはこういう部分、一番肝心なとこなんで、病院は存続していか

なければならない。重々わかっとんですけども、やはり幾らでも病院にお金をつぎ込む
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というんもいかがなもんか。そういう部分で、議員の中にもそういう声を上げておられ

る方も多うございまして、私も病院経営、中身は十分には理解はしてないんですけども、

やはり大変な運営状況になっておるというような思いの中で質問をいたします。事務長

さんにも答えていただきたいし、もう少し詳しい今の現状と、来年度、これから後、令

和２年度の当初予算の審議にも入るんですけども、そこら辺も含めて、今後の見通しな

り、そういう運営、経営改善の見込みがあるんかないんか、そういう部分も含めてよろ

しくお願いいたします。以上です。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。今、裕和議員の質問にございました２億円の追加というところ

だと思います。提案説明の中で詳細説明の中でも申し上げたところなんですが、１２月

末の状況、監査等で報告もさせていただいております。そしてまた１月末の数字も出て

まいってきております。そういった中で、これは当初からわかっていたと言われればそ

うなんですが、やはり人件費の部分でドクターの、細かく言いますと⒈５人分の増とい

うのがございました。それが人件費に影響しているところではございます。それから、

泌尿器科、それから皮膚科等の診察が始まったというところで、パート医師の人件費分、

これもふえている状況です。それと高額な医療機器の購入もさせていただいております。

ＣＴ、ＭＲＩとかいった部分の購入もしているところから、やはりその減価償却費とい

うところも、当然購入すれば減価償却は伴ってくるものですから、そういったことは最

初からわかっていることと言われればそうなんですけども、そういった分も費用として

はふえている要因でございます。それと当然企業債、病院の北館改築の関係もございま

すし、先ほど言いました医療機器の購入といった部分での企業債の増といったところで、

費用面では確かにふえている現状でございます。

それを補うために収入をふやしていかないといけないというところなんですが、１２

月末の状況でいいますと、数字的にはマイナスにはなってはおりません。前年と比べま

してマイナスにはなってはない状況なんですけども、やはり患者数、入院でいえば患者

数が前年と比べて１２月までは若干少なかった、伸びが悪かったというところから、前

年と比べて収益がふえているという状況にはなっておりません。ただ、１月に入りまし

て、インフルエンザ等云々もあったわけなんですけども、現在、今、コロナウイルスと

いうところで世間が騒がれておりますが、１月に入りまして、やはり入院患者の増とい

うところが前年に比べまして平均で２０人ふえている状況でございます。ですので、そ

ういった部分で収益も若干ふえてきていると。そして２月に入りましても、今、入院患

者数につきましても一定の数値、目標の１２０というところには達してはいませんけど

も、１１０台から後半というところの入院の患者数も維持しているところでございます。

そういった部分で、１月、２月、３月と、時期は少しおくれてはいるんですが、若干収

益の部分でふえていく方向に向いているかなというふうに思っております。これも先生
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方を初め職員がいかに患者を受け入れようと、断るのではなく受け入れていこうという

ところのあらわれかなというふうに思っているところでございます。

今回こういった２億円という大きな補正を上げさせていただいているところではござ

いますが、やはりこれも病院経営をしていく中で収支がなかなか伴わないような状況が

あらわれてきていますので、何とか昨年と引き続きというところで２億円を追加させて

いただいているところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原事務長。

○病院事務長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。御質問ありがとうございます。

先ほど病院の総務課長が申し上げたとおりでございますけども、今、１月ぐらいから

病床利用率も上がってきておりまして、本日朝現在で１１９床ということで、目標が１

２０にしておりますので、ほぼそこまで来ているような状況でございます。１月以来そ

のような状況が続いております。ただ、要因としまして、御存じのとおり、今、新型コ

ロナウイルスが全国で来ておりまして、それに影響されないかということは危惧してお

るところでございます。

それと、今までしてきたことなどもございますけども、先ほど議員もおっしゃいまし

たけど、私も病院、２６年になります。長い間はしておりましたけども、役には立って

ないかもわかりませんけども、最近では、昨年、兵庫県の地域医療構想で、特定中核病

院ということで指定をしていただきました。その関係で、来年度４月から県の養成医の

派遣が決まりました。たまたまでございますけども、その来ていただく先生のお父さん

が以前に当院に勤めていただいておりまして、その方も当院の岩 先生が取り上げられ

た方ということもわかりまして、そのようなつながりもあるのかなということで、いい

期待をしているところでございます。

それと、経営についてでございますけども、経営形態の見直しということも視野に入

れて検討を進めております。これにつきましては、新聞報道とかで御存じと思いますけ

ども、全国の公立病院の４２４病院の名前が出まして、統合とかの検討の必要があると

いうことで報道をされました。その後、厚生労働省が見直しを行いまして、少し必要が

あるといったところを落としまして、またさらに落とした上で加えまして、４４０病院

の見直しの必要があるということを、今、厚生労働省が出しております。ただ、出して

おりますけども、まだ病院名が公表をされておりません。ということで、私どもの病院

もそこに入るのか入らないかということと、ほかの病院との関係もありますので、この

経営形態の見直しにつきましては、それも視野に入れないといけないということで進め

ておる状況でございます。ということで、早く結果を出せればいいんですけども、それ

も視野に入れないといけないということですので、ちょっと慎重に進めているような状

況でございます。

それと、このたびの２億円の追加というところではございますけども、先ほども申し

上げましたとおり、工事の関係で減価償却とかがふえているということも大きな要因と
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なっております。

それと、来年度の診療報酬、この４月に診療報酬の改定がございます。この診療報酬

の改定では、働き方改革、ＩＣＴ、それと地域の連携ということで、私どもの病院も少

し有利な方向に働くのではないかなというふうにも見ております。しかし、それを積極

的に取り入れていかないとプラスに働かないということも考えておりますので、この３

月中にどういう診療報酬を請求できるかということと、体制づくりを十分に進めてまい

りまして、以前に町からの繰り入れが１０年間５億、それから３億 ０００万という話

も聞いておりますので、できるだけその方向に向けて、病院といたしましても頑張って

いきたいというふうに考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原裕和議員。簡明にお願いします。

○議員（９番 藤原 裕和君） 事務長、長い間御苦労願ったんですけども、大変厳しい

状況で、定年ということです。そういうことも含めて、またほかの議員も恐らくこの部

分については質問は委員長も含めてあるとは思うんですけども、町長の、この病院の補

正予算を組まなければならない今の現状をどのように見られておられますか。その点、

一言よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私としては、この補正をしなければだめだという状況なので、

補正をさせていただいたということでございます。しかしながら、それでオーケーとい

うふうには思っておりません。先ほど事務長並びに病院総務課長が申し上げたとおりで

ございますし、また、この診療報酬の改定というところがあるんですが、いかにこの病

院の経営状態をよくしていくかというところに集中しなければいけないというふうに考

えております。前回の委員会の中では、町長が執行部会議でどのような態度で臨んでい

るのかとか、そういった質問も出たようでございますけども、私も毎週火曜日、執行部

会議に出ております。欠席する場合もございますが、状況はしっかりと自分自身、分析

しながら、言うべきところは発言もさせていただいているところでございます。常に私

は執行部会議及び病院職員会議で申し上げているのは、この役場と公立病院の職場の違

いというか、ここは一つ大きな部分があるよと、それは何かといえば、住民の皆さんは

役場は選べない。しかしながら、病院については住民の方々は選べるんですよと、ここ

が違いだということを申し上げているところでございます。これまでやってきたことが

当たり前というような、そういった意識は捨てて、リセットして事に当たっていかなけ

ればいけない。そのような話をしているところでございますし、また、病院内において

も、今、経営形態の見直しということでございます。経営形態の見直しが目的ではない

わけであります。いかに今の病院の現状を改善していくか、その延長にそういった経営

形態を見直しすることによって改善できるのであれば、その方向に進んでいく。今の経

営形態で改善が見込まれれば、それはそれで何も変える必要もないだろうというふうに
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考えているところでございます。

そのほか、宮原院長を中心に、本当に執行部会議に出ておりましても危機感を持って

病院運営について考えてくれています。宮原院長みずから緊急の職員会議を開催をして、

今の公立神崎総合病院の現状について、非常に言いにくい部分はあるけども、厳しい指

摘もしていきながら、一緒に頑張ろうじゃないかということ、あわせて文書でもって職

員一人一人にお願いもしているような状況になっておりますので、それが一気に改善す

るということにはならないですが、やっぱりそれはもう繰り返しでしかないかなという

ふうに思っております。

また、収益面でいえば、医業収益と医業外収益、この２つがございます。医業収益、

当然のことながら、常に考えていかなければいけませんが、医業外収益という観点から

少し考える余地はないかなと、そのようなことも今、事務長とも話をしているところで

ございます。今後、具体化していきながら、医業外収益の中でも収益につながるような

ことをやっていくということが重要ではないかなというふうに考えております。

もう一つは、全国公立病院の運営状況と公立神崎総合病院の運営状況について、以前

調査し、報告書をまとめたわけでございますが、同じ規模の病院の中でいえばよく頑張

っているとか、そのようなことではだめだということが言えるわけでございます。一つ

参考として申し上げれば、先日、赤十字の兵庫県支部の総会に出席させていただきまし

て、兵庫県内に赤十字病院がございます。大きな病院から小規模な病院もございます。

全てが病床稼働率は９０％を超えているような、そういった状況にございます。隣の多

可日赤においても、同規模の病院ですが、病床稼働率は非常に高いわけであります。多

可日赤と公立神崎総合病院と、内容が若干違ってはきておりますが、それにしても病床

稼働率があれだけ高いというところは見習うべきところがあろうかというふうに思って

おりますので、これからも私としては、執行部会議、毎週火曜日、できる限り出席をし

ていきながら、改善に向けての何をすべきなのかを考え、そして実行に移していきたい

というふうに考えております。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、総務文教常任委員会に審査を付託したいと

思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、第１４号議案は、総務文

教常任委員会に審査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第１５ 第１５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１５、第１５号議案、令和元年度神河町国民健康保険事
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業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１６ 第１６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１６、第１６号議案、令和元年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１７ 第１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１７、第１７号議案、令和元年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１８ 第１８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１８、第１８号議案、令和元年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

本議案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。今回、歳入で使用料が大きく

７００万ほど増額という、この要因につきましては、説明の中では、当初の ０００ 

トンの予定が１万 ５００トンですか、ふえたというような、ちょっと数字的には聞き

間違えがあるかもしれないんですが、そのような説明の中で、これまでこの処分地が、

使用が数年間は使えますよというような話で聞いてたんですが、実際この補正予算の結

果、この処分地がいつまで使えるかという話と、あと、新年度予算で整備する中で若干
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延命もされるんかなという話と、一方では、民生福祉常任委員会の資料を見ますと、来

年度から公共工事の土砂は持ち込まないという分がありますので、そういう話の中で、

次期の計画等も検討してますという話がありましたので、この補正を通じて、今の処分

場の実態、そして次期の計画等の内容について、少し説明をお願いできたらと思います。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。そ

れでは、お答えをさせていただきます。

令和元年度の当初では ０００トンの残土等の令入見込みというところでしたが、最

終的には１万 ５００トン程度ということで見込んでおります。この数量がふえた要因

といたしましては、平成３０年度の繰り越し工事、県の工事であるとか、あと災害復旧

工事等でかなり繰り越し工事の分を受け入れたというところでこの令入量が増大をして

きたということでございます。その関係で、少し前までは、見込みといたしましては、

あと四、五年程度は残土処分場が使えるのではないかと見込んでおりましたが、一挙に

残容量が少なくなってしまったという背景がございます。

あとどの程度使えるのかというところでございますけども、昨年、簡易的に測量もい

たしまして、残りあと ０００立た程度かなというふうに見込んでおりまして、この数

字は、先ほども三谷議員がおっしゃいましたように、来年度、この４月からは公共工事

からの令入は一切停止をさせていただいて、町内の家屋等の取り壊しあるいは改修で発

生する瓦れき等を持ち込んでいただくということにしておりますが、大体これがこれま

での平均でいきますと年 ０００立た程度ということになりますので、その数字からい

きますと、あと２年は入れていけるのかなというふうに考えております。

そういった関係で、もう満杯を迎えるわけなんですけども、設置をさせていただいて

いる鍛治区あるいは大河区との協議もございますので、その協議を経てからのことには

なりますけども、今後、何とか延命を考えていきたいというふうに考えておりまして、

そのことにつきましては、今後、地元との協議を進めながら進めていきたいというふう

に考えているところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。課長にお尋ねをいたします。

たしか１年程度前の民生の委員会でも少し触れたんですけれども、ここで補正、管理

委託料２１５万、この年度、最後になっとんですけども、上がってきとんですね。４月

からもう瓦れきのみというような今も平岡参事からの説明をいただいたんですけども、

実は大河１組、目の前ですね。東側向いたらね。瓦れき置き場ののり面がもうもろに目

につくと、こちらの県道から走りよっても結構あの風景が、この産業廃棄物処理場の部

分でいかがなもんかなということでちょっと前の委員会では言うたんですけども、でき

るだけ良土ののり面で、きれいな土を盛って、瓦等の瓦れきののり面を、それこそ１０
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メーターも２０メーターもあるようなのり面をきちっとした形で見よい形にしていただ

きたいと思うんですけれども、その点について、されないんかされるんか。されないん

でこういう場で発言させてもらいよんですけども、どうでしょう。もう瓦れきしか持ち

込まないということなら、きれいな土がそこへ運び込まれないということなのか、もう

のり面がいっぱいいっぱいの部分で市川にせり出しとんかという部分、のり面ができる

んかできないんか、そこら辺についてどうでしょう。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。確

かに議員おっしゃるように大河１組のほうからあの場所を見ますと、高さも大分上がっ

てますし、のり面に瓦れきが目立っているということは私も認識をしております。確か

に見ばえが悪くなっていると思います。そういった意味で、実は令和２年度の予算でも

計上させていただいておりますが、そういった部分の緑化等、できるところから進めて

はいきたいとは思っておりますけども、その辺も含めて、今後の管理なり、処分場の管

理のあり方いうふうなことも検討はしていきたいと思っておりますので、そういったこ

とで御理解をお願いしたいというふうに思います。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第１９ 第１９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１９、第１９号議案、令和元年度神河町水道事業会計補

正予算（第４号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日以降に行いますので、御了承を願いま

す。

・ ・

日程第２０ 第２０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２０、第２０号議案、令和元年度公立神崎総合病院事業

会計補正予算（第２号）を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。先ほどの一般会計の中でそれ
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ぞれ病院の経営状況等についてのお話がありましたので、私も内容について、もう少し

具体的な数字の部分でお尋ねをしたいと思うんです。いうのは、３ページの収益的収入

の中での入院収益、外来収益ですね、この部分につきましては、それぞれ今回２億円の

減額ということになっております。といいますのは、これは町から、一般会計からの負

担金が２億ふえることによって、その数字合わせとして２億減額されていると思うんで

すね。ですので実際の決算見込みによりますところの入院収益もしくは外来収益をどの

ように見込まれておるのかということです。先ほど病院総務課長の話でしたら、１月末

の状況も把握できてますというような話がありましたので、かなり決算額に近いような

数字の収益の数字が出るんじゃないかと思いますので、その辺を把握されていたらお願

いをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。入院収益、外来収益の補正額の数字というところでございます。

この補正予算を立てる段階におきましては、１２月末の実績というところでこの補正額

を上げさせていただいております。その１２月末の決算額を見る中で、入院、外来とも

予算に対しまして７％程度マイナスになる見込みというところで、今回、それぞれ約７

％の数値を、補正額として減額という数字を上げさせていただいております。１月に入

りまして若干収益上がってきておりますので、この辺は最終決算でどうなるか、ちょっ

と今のところはっきりわかりませんが、２月も患者数もふえている状況でございますし、

３月に入りましても、先ほど事務長からありました１１９人というふうな数字も出てお

りますので、３月の収益についても若干上がってくるのかなというふうに思っておりま

す。この予算の段階におきましては、１２月末の状況を踏まえまして、補正額として上

げさせていただいたところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。今、説明を聞きましたので、私が理解

した分につきましては、７％ほど少なくなるということですので、今回の現計予算額、

医業収益だけでいいますと２８億 ５００万余りですか、これが７％ほど少なくなると

いうことなので、この数字よりも２億円程度が収益としては減りますよという、そのよ

うに理解しとってよろしいですか。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。三谷議員おっしゃるとおりでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は３月１７日以降に行いますので、御了承を願いま
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す。

・ ・

日程第２１ 第２１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２１、第２１号議案、令和２年度神河町一般会計予算を

議題といたします。

質疑に入る前に若干申し添えておきます。

一般会計につきましては、配付しておりますとおり、議長から指定します質疑の範囲

において、また、質疑回数を同一議員、質疑３回の原則を適用してまいります。

以上、議員各位には格段の御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、本議案に対する質疑に入ります。

まず、歳入について、事項別明細書、１款町税から１１款地方交付税、１７ページま

でをお願いいたします。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） それでは、次に、１２款交通安全対策特別交付金から自動車取

得税交付金、３４ページまでをお願いいたします。歳入の分、ございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。１８ページの１３款分担金及び負担金

の２項負担金のところでお尋ねをしたいんですけども、この中に児童福祉費負担金で病

児・病後児保育の負担金、また同利用者の負担金ということで歳入の金額が計上されて

おるんですけども、この事業を一般会計の事業としてやられる理由というんですか、私、

特別会計を起こしてやる、また、介護療育の支援事業の中、特別会計の中で行う等も考

えるべきではないかなと思うんです。といいますのは、いわゆる場所がその場所にあり、

また、後ほど歳出のほうでは事務職員の経費はあるんですけども、それ以外の医療スタ

ッフの経費というのがこの一般会計の中では見込んでない状況がございます。そういう

中で、恐らく介護療育の支援事業のスタッフの方々のうちの看護師さん等がこの事業に

かかわっていくんじゃないかなと思うんですが、その辺のところ、一般会計の中でされ

る理由というんですか、それをお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。この事業に

つきましては、初めての取り組みということの中で、他市町の取り組みの会計状況を少

し調べさせていただいたところ、一般会計で取り組んでいるところ、特別会計等のとこ

ろがございました。この部分につきましては、とりあえず一般会計で進ませていただい

て、その後、少し検討を加えながら、特別会計のほうがいいということになれば、その

ような形の中での少し変更を加えながら今後進めていきたいというところの中で、本年

度につきましては、新たな取り組みということの中で、一般会計の中で措置をさせてい

ただいたというところで御理解をいただければと思います。
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○議長（安部 重助君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 歳出のところで伺うべきかもしれませんが、先ほど言い

ましたように、事務職員以外の方々の具体的には医療スタッフというのは、やはり介護

療育の支援事業のスタッフがかかわるというふうに私が理解しているんですけども、そ

れでよろしいでしょうか。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。病児・病

後児保育の体制につきましては、預かりが定員２名というところで、看護師１名、保育

士１名というところで予定をさせていただいております。保育士につきましては、予算

計上させていただいておりますが、１０月から雇用いたしまして、１月から稼働という、

開設という流れになりまして、看護師のほうにつきましては、公立神崎総合病院のほう

と委託契約ですか、委託をさせていただいて、病院のほうから派遣いただくという体制

で考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。これも空き家の、危険空き家

等の除去に関しての体系的というんですか、仕組み的な分を教えてもらいたいと思うん

です。今、２５ページの土木費県補助金を見ますと、ここでは老朽危険空き家除却支援

事業補助金で３００万円の計上がされていると、そして３３ページの雑入の分ですね、

下から２段目には空き家等緊急措置所有者負担金５０万円ということでございます。ま

た後から出てきます空き家対策等の計画もあるわけなんですが、それぞれ空き家の管理

という部分の中で、除去についても代執行もあれば所有者がする分とありますので、特

に危険空き家ですね、老朽化空き家、特定空き家というような言葉で表現されておりま

すが、この辺の仕組み的ですね、この場合は県か国の補助金ありますよ、この場合は所

有者負担がありますよという分ですね、それぞれケースに応じて取り扱いを変えられる

と思いますので、総合的な分の中で、体系的な分の説明を一旦お願いしたいと思うんで

す。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○住民生活課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。三谷議員の質問のお

答えをさせていただきます。

まず、町内におきまして、現在、特定空き家が町として認定しておりますのは３件ご

ざいます。うち２件につきましては、所有者が不在で、相続人がいらっしゃるんですけ

れども、その相続人の方が全員相続放棄をされる予定で今進められております。ですの

で、そういった所有者不在の場合には、特措法第１４条第１０項にのっとりまして、町

が代執行、略式代執行というんですけれども、略式代執行によりまして除却を行うこと

になります。その場合、国から２分の１の補助がございます。それが三谷議員がおっし
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ゃいました２５ページの……。ちょっとしばらくお待ちください。その費用が、２件の

町が除却をいたします費用、それは歳出になるんですけれども、２件で６４０万でござ

います。それに対して２分の１の国の補助がございますので、３２０万、国から入って

まいります。

それから、あとの１件が、特定空き家あるんですけれども、その１件につきましては、

所有者がいらっしゃいます。所有者と措置につきまして協議を重ねております。そして、

こちらといたしましては、１０月に施行をいたしました特定空き家等の除却事業の活用

ですとか、それから、町条例でございます。町条例の第１４条の応急措置という条項が

あるんですけれども、本当に応急措置が必要なときに町が先行して除却をして、その後、

その所有者からその負担金をいただくという、そういう応急措置という方法もございま

す。ですので、その１件の方につきましては、除却事業でありますとか、そういった町

が行います応急措置をしてはどうかとかいうふうな協議も進めている、今、途中でござ

います。

ということで、今ちょっとお話をいたしました除却事業、所有者が除却をされるとき

に３分の２の補助、そして上限１００万円の空き家等除却事業につきましては、来年度、

４件を見込んでおります。ということで、歳出につきましては４００万で、それに対し

まして国の補助が、１００万のうちの半分は国なんです。５０万なんです。４件で２０

０万入ってきます。それから、県がうち２５万ということで、４件の１００万入ってま

いります。ということで、４分の３の補助になるんですけれども、来年、その特定空き

家等除却事業ということで４件を見込んでおります。

それからもう１件は、今言いましたように応急措置ということで、それにつきまして

は費用としては５０万、その５０万使った費用に対して、所有者からそれは５０万いた

だくということで、来年度につきましては、行政略式代執行、所有者がいらっしゃらな

いときの、相続人が相続放棄された場合の略式代執行と特定空き家の除却事業、それか

ら応急措置と、その３本立てで予定をしております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。予算書でいいますと２６ページの県委

託金の中の総務管理費委託金ですね、これ地域再生協働員設置業務委託金というのが出

てきているんですけども、この説明資料で見ますと、説明資料の２９ページを見ますと、

小規模集落を含めた地域における集落の維持、活性化に関する活動に要する経費という

ことなので、私、ぱっとこれを読んで、集落支援員のようなものなのかなと思ったんで

すけども、歳出のほうの説明を見ますと、地域おこし協力隊のアドバイザーに使われる

というふうになっているので、これは一体どういったもので、どういった活動をされる

ものかというのをちょっと詳しく説明いただけたらと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。
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○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この地域再生協働員制度といいますのは、県版の地域おこし協力隊制度とも言われてお

りまして、令和元年度から県のほうが新たに創設をされております。ただ、その時点で

は、小規模集落ということで、人口６５歳以上の比率が４０％以上、あるいは世帯数が

５０世帯以下といったような定義がございまして、それが、小規模集落が１０以上ある

市町ということで制度をスタートしたというところです。この令和２年度から小規模集

落数を５以上ということで県のほうが緩和をされたことによって、神河町が新たに該当

するようになったということで、このたびこの制度を使わせていただくということで、

新規事業として上げさせていただいております。

事業の中身としましては、今申し上げました県版の地域おこし協力隊ということで、

国の地域おこし協力隊の活動にプラス、先ほどおっしゃいました集落支援員の制度も取

り込んでということで、非常に幅の広い活動ができるということになっております。そ

の中で、要件的には、小規模集落を抱え込んだ地域で例えば地域おこし協力隊活動であ

るとか集落支援員活動をするというのが一つの事業としてあります。それからもう一方

では、県版地域おこし協力隊の名のとおり、地域おこし協力隊が小規模集落に入ってい

る部分をサポートをする、アドバイスをしていくという部分についても認められておる

ところでございますので、これまで地域おこし協力隊のアドバイザー事業については、

国の交付金制度に基づいて実施をしてきておりましたけれども、３年間の期間がちょう

ど終わるという節目を迎えておりますので、この県版の地域おこし協力隊、地域再生員

制度を活用をして、引き続き、地域おこし協力隊が小規模集落も含めて全町的な活動を

しておりますので、そういった意味で県のほうが対応可能という判断をしていただいた

ことから、継続してアドバイス業務をお願いをしていけたらということで考えておると

いうことでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、次に移らせていただきます。

これより歳出に入ります。１款議会費、３６ページまでをお願いいたします。質疑ご

ざいませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 次に、２款総務費、５２ページまでをお願いいたします。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。予算書４０ページの一番下ですね、財

産管理費の中の産用費の中で修産料が １２９万円上がってございます。説明資料を見

ますと、説明資料の３２ページに庁舎管理事業のほうで修産料が２５０万、センター長

谷のほうで２０万等々上がっているんですけども、恐らくこの庁用車管理事業、３３ペ

ージですね、説明資料の、庁用車管理事業のタイー等消ーー及び修産料７２１万 ００
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０円も含まれた上でのこの １２９万だと思うんですけれども、ちょっとこのタイー等

消ーー及び修産料７２１万 ０００円では余りにも説明が雑消過ぎるので、もう少し詳

しく説明していただけますか。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。少し説明資料のほうが雑消に

なっているということでございまして、庁用車の管理部分等も含めての金額ということ

でお示しをしておりますけれども、その詳細について、今、少し確認をしておりますの

で、少しお時間いただければなというふうに思います。以上です。

○議長（安部 重助君） じゃあ特別委員会までに資料をそろえていただきたいと思いま

す。

次に、ほかの方。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。４６ページの１５節の廃校小学校の工

事なんですが、大山小学校を解体するということで、この説明資料によれば、運動場を

憩いの場とか、そういうスポーツの場にという説明資料が書いてあるんですけど、これ

はこの方向でもう決定をしておるんですか。どうですか。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。これにつき

ましては、決定はしているわけではございません。少し大山小学校、幼稚園の建物を取

り壊す段階の過疎債適用というところの中で、跡地の活用についても少し触れなければ

ならないというところの中で、大山区の区長とも少し相談をさせていただいて、公園化

みたいな形の中での活用というところの中での計画を少し上げさせてもらえないかとい

うところで相談をさせていただいて、話をさせていただいた上で計上いたしておりまし

て、今後、それらにつきましては進めていくということになりますので、決定ではござ

いません。以上、御理解をいただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。地域の活性化、学校がなくなって、そ

ういった形の寂しさいうものはあると思いますので、しっかりと地域の方の意見なり、

また相談、またそのほかの思いを入れる中での活用という形でお願いしておきます。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。十分地域の

方の御意見をいただきながら進めていきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。企画費の中の、説明資料でいきたいん

ですけども、３８ページ、３９ページにあります、３８ページの中ほどには地域創生交
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付金事業のアグリイノベーション推進分が今回ゼロになったと、３９ページの一番最下

段にはアグリイノベーション推進事業が今年度以降、単費で６３万円の予算が上がって

いると。このたびの地域創生総合戦略の策定の中に、第１期についての検証を十分に行

って、その上で第２期のこの計画がつくられたというふうな説明がございました。私の

認識では、アグリイノベーション推進事業というのは、神河町の農業の振興、また農業

の所得を上げていくということが大きな目的であったと思うんですけども、当初予算に

絡めての質問になるんですけれども、第１期のこの事業の総括、評価をどのようにされ

て、それを生かして、今後、単費でアグリイノベーション事業を推進しようとされてい

る。その辺の経緯ですね、一度過去の評価と今後の考え方、それをちょっとまとまった

形で特別委員会等で少し資料も示していただいて、説明をお願いできないかなと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） ひと・まち・みらい課、真弓特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課の真弓でございます。アグリイノベーションの事業につきましては、今

回、地方創生推進交付金ということで、３カ年の事業計画をさせていただきまして、令

和元年度で終わったと、３年間が過ぎたということでございます。これを受けまして、

次にどういうふうにしていくかということで、平成３０年から参入していただいており

ます企業と一緒になって、町内の営農団体等と協力させていただきながら事業を進めて

いこうということでしております。そのあたりにつきまして、また少し資料をまとめま

して、それでは次のときにお示しをさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほかにございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。内容が総括的な質問になるか

もしれないんですが、所管されていますのが総務課長ですので、お尋ねをしたいと思う

んです。

予算説明資料でいいますと、３０ページの総務管理費の中での人件費の関係が出とん

です。これを去年の数字、職員の数を比較してみますと、職員数については３名減り、

それから再任用職員が１人減っていると。ことしから会計年度任用職員が出ましたので、

実態としてはよくわからない部分があるんですけど、全体的には減っていると。ほんで、

一般会計全体の職員数を見ますと去年から１名ふえてますので、恐らく役場全体の各課

の事務事業を見る中で、職員が不足しているとこには職員の配置をかえ、また、余裕の

あるとこには減らしというような形がありますので、そういうのは当然それぞれ２年度

の事業の中での重要な部分について重点的な人員配置をされたんじゃないかなと思いま

すので、そういう今回の人事配分についての、総括的な分で結構ですので、何課に何人

いたとか、そうではなくして、こういう事業がふえたからこういう人数をふやしました
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という体系的な分だけでの説明をお願いしたいと思うんです。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。少し質問の趣旨をしっかりと

受けとめられてないかもしれませんけれども、会計年度任用職員というところで受けと

めさせていただいたんですが、そうではありませんか。職員全般ということでしょうか。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。質問が悪いようですので、再度します。

例えば単純に総務課の一般会計の説明資料を見ますと、去年は職員数が１８名やった

んですね。ことし１５名に減ってます。ということは、この３名、元年度と２年度を比

べますと、一般会計の全体の職員は逆に１名ふえとるわけですよね。ですのでこの３名

は、どこかの他の課の分のこういう事業がありますので、重点的にそちらのほうへ異動

させましたという、町全体の人事配置というんですか、労務管理の中での計画があった

と思いますので、その概要を教えていただきたい。そういうことなんです。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。大変申しわけありませんでし

た。

総務課の部分で申し上げますと……。まず、その前に、人事の予算の組み方でござい

ます。当初予算に当たりましては、当然退職する職員と新規で雇用する職員というのが

ございます。そして退職者については欠員ということで持ってきます。そして新任職員

については、当然人事ということを伴いますので、基本的には特別会計を除いて総務費

の中で計上しているというところでございます。したがいまして、昨年１８名という部

分につきましても、昨年度採用をいたしました３名の職員、その職員について、当初予

算におきましては総務費の中で計上をしたというところでございます。そこが人件費１

８名が１５名になっているというところでございます。

ただ、申し上げましたように、あくまでこれ予算作成時点での取り組みの考え方とい

うことでございますので、今後、４月１日の人事異動を踏まえまして、６月補正で人事

の予算組み替えというものをやってまいります。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） よくわからなかったんですけど、例えば今回、衛生費関

係がかなり職員数がふえていると。ということは、２年度については衛生関係で何か重

点的なことを考えているからそういう職員の配置をしましたという、町全体の中でのそ

ういう各課の事務事業の内容を含めて、そのようなことは考えられてなかったのかとい

うことなんです。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。三谷議員のお答えになるかど

－２０１－



うかわかりませんが、同じことの繰り返しをさせていただきたいと思います。

あくまで欠員ができたものに対して、基本的には総務費の中で予算上は措置をすると

いうことでございます。ただし、例えば衛生等で申し上げますと、そこに管理職が、課

長が退職をするといったようなケースが発生をしますと、そこには１名誰かを充ててい

かないといけませんので、仮に人事をしたと想定をして当てはめていくということでご

ざいます。したがいまして、前年度の人員を基本に、大きく人数が減ることがないよう

に措置をしているというところはございます。

その一方で、先ほど申されましたように、新たな突発的な事業が入って、この費目に

人員をふやす必要があるという部分については当然措置をするというところでございま

す。その部分から申し上げますと、今、町全体の会計を見ておるんですけれども、特に

大きく変更になるということは考えてはおりません。若干１名２名の部分においては変

更を伴っておるというところがあろうかもしれません。以上です。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。例年、各課の人員配置がそう変わるこ

とはないと思うんです。ただ、私、今回たまたまこの予算説明資料を見ますと、例年に

なく各課の増減が多いなというように思ったもんですから、そのような質問をさせても

らったので、一応そういう分の中で、確かに人事が決定してない部分の中での予算措置

ですので、そういうこともあろうかと思うんですけど、一度、今、私の質問の意図して

いる分ですね、この予算説明資料等の中で、見ている中で、また次の特別委員会等の中

で回答する分があったらお願いをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 日和でございます。ありがとうございます。再度精査した

いと思いますけれども、総務課の部分で３名が減員になっているというところが目につ

かれたというふうには思います。それは先ほどの説明のとおりでございます。また、例

えば……。これは昨年の人事ですので申し控えさせていただきます。大変申しわけござ

いません。先ほど申し上げたとおりということで、御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（安部 重助君） 審議の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。再開を１３

時ちょうどといたします。

午前１１時５９分休憩

午後 １時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

午前中に引き続きまして、２款総務費、５２ページまでの質疑を受けます。質疑のあ

る方どうぞ。
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日和総務課長より午前中の小寺議員の質疑に対しての回答があるそうなので、ここで

受けます。許可します。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。午前中、小寺議員のほうから

修産料に関する御質問をいただきました。その内容について御説明を申し上げたいと思

います。

まず、７２１万 ０００円の内まということでございまして、消ーー費ということで、

エンジンオイル等の経費を９６万 ０００円、予算を計上をしております。それから、

車検代ということで３４５万円、そして、これにつきましてはあってはならないことな

んですけれども、接触等の一部修産が発生したような経費ということで、これは保険を

伴うものも含めまして、合計２８０万円を計上をしておりまして、この部分でトータル

６２５万円、合わせまして７２１万円ということでございます。

なお、当町につきましては、運転管理員のほうが車のエンジンオイル、そしてまたタ

イー交換といったようなところで、集中管理の部分を主に、約７０台近くそういった材

料費の購入でもってあとの作業を請け負ってくれているというところで、補足説明をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 補足説明が終わりました。

それでは、質疑を受けます。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでしたら、次に移らせてもらってよろしいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） じゃあ、次に行きます。３款民生費、６０ページまでをお願い

いたします。質疑ございませんか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。予算書では５２ページ、５３ページ、

民生費の社会福祉総務費の中、説明資料では４４ページの民生委員・児童委員の事業、

その下段の民生児童委員協力委員の事業について少しお尋ねをしたいと思うんです。

民生委員さん、またその民生委員さんをサポートされる、手助けをされる民生児童委

員さんの活動というのは大変忙しくなっていると思います。それに加えて、地域支援の

協議体等の立ち上げに基づいて、やはり各集落内でも民生委員さん、また民生児童委員

の協力委員さんの活動というのが、どういうんですか、役割が大きくなっているように

思います。そういう中で、特にちょっと教えてほしいのは、民生児童協力委員さんの県

からの設置の補助金が１人５００円という金額なんですよね。活動費については、本年

度はこの説明資料４４ページの下から２行目によりますと７万円の予算額ということで、

昨年度は３０万 ０００円あるんですが、これは、そのうち２１万 ０００円は、いわ 

ゆる３年間のお礼の記念ー、商ー券分の７３人分が計上されていたと。余りにも民生児
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童委員さんの協力委員さんの活動資金というのが少ないというか、県の補助金としては

そうなんでしょうけども、もう少し実際の民生児童委員さん、協力委員さんの動きを見

ると、町として単での予算をつけてでももう少しその動きについて支援をするべきでは

ないかなというふうに思うんですけども、その辺のところはいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。先ほど澤田議員さん

のほうから御指摘のいただきました民生児童協力委員の謝金の関係でございます。

実は４年前までは、３年務められた方に少額ですけども ０００円の商ー券というお

礼をさせていただいたのは４年前からでございます。それまでは本当に何もお礼のほう

ができなかったというところもありますし、県のほうからは１年間の保険料のみの５０

０円しか補助がないというような状況です。４年前に一応少額ですけども謝金をさせて

いただいた経緯というのが、福崎町、市川町のほうで文房具的なものを毎年お渡しをさ

せていただいている。金額的な謝礼は、現金としての謝礼はされていないんですけども、

そのような活動に当たる部分をお礼というか、活動費という形で現物でお渡しをさせて

いただいていたいう経緯を聞きました。それと、ある区長のほうから、２つの集落で民

生委員さんは１人で、民生委員さんがいない集落については協力委員というところの集

落の区長からも、本当に民生委員と変わらないような活動をしてくれているんだという

ところで、何か謝礼を考えたほうがええやろうというような話もいただいた中で、何と

か少額ではありますが、７３人分の協力委員さんのお礼ということで、３年に１回のみ

支払いをさせていただいていると。

現在、民生委員もそうですし、民生協力委員さんも、仕事のほうというか、高齢者の

関係、それから妊婦の関係、障害者の関係、それから生活支援協議体の関係等々、仕事

のほうも本当にふえてきているというような状況です。今お伺いさせていただいた意見

を取り入れながら、令和３年度に向けて考えていきたいなというふうに思いますし、で

きるだけ協力委員さんの中で連携をしていただきながら、情報交換もいただきながらと

いうことで、研修会のほうも開催をさせていただいてますので、そこら辺も含めた形で

また予算のほうも組んでいきたいというふうに思います。本当に協力委員さん、御苦労

をかけているというのは重々承知しております。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。

藤原議員。裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 健康福祉課の関係で、老人のひとり暮らし世帯に絡んで

質問します。

○議長（安部 重助君） 何ページですか。ページ数は。

○議員（９番 藤原 裕和君） ページ数。いや、保健師の関係もあるんで、民生費の予

算の関係なので、よろしいでしょうか。

昨年でしたか、副町長が、神河町は保健師の数が多いんやと、ほかの町より、そうい
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うようなこともちょろっと聞いたことがあるんですね。確かに昨今、老夫婦の世帯がパ

ーセントとしては、きのうのＮＨＫでしたか、何かテレビ見ておりましたら、全国平均

３０何％、この町においては恐らく２人老夫婦世帯がもう年々数多くなってきておりま

すね。また、ひとり暮らしの世帯についても、おばあさん世帯、おじいさん世帯もある

んですけども、細かい数字はちょっとわからんのんですけども、町内に２７０とか、結

構あると思うんですね。そうした中で、実は市川町の取り組みが、ひとり暮らしの世帯、

そういうテレビ等も、新聞等もあるんですけれども、ああいう取り組みを先進的に市川

町が、隣の町がぐっと目を引かれてやっておられると。そういう分で、神河町も負けず

に老人世帯、またひとり暮らし世帯に対して、保健師さんの数が多いということなんで

すので、今までの取り組みから外れても、市川町にまさるような取り組みを今後ともこ

の予算の中でやっていただきたいと思うんですけども、その点、全体的に老人世帯に対

する健康福祉課の取り組みを説明ができればお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 健康福祉課、桐月でございます。老人で居の家庭は本

当にふえてきておりますし、老老夫婦の数も本当にふえてきております。市川町さんは

ロボットを導入されてというところだと思うんですけども、ロボットというのも一つの

方法かと思いますが、神河町においては、民生委員さん、それと民生協力委員さんが定

期的にそういう家庭については訪問もしていただいております。それとまた、社会福祉

協議会のほうでは、給食サービスと、配食サービスも含めて、そのような方についても

お弁当配りの中で見守りをしていただいている。また、今進めております生活支援協議

体、その中で、高齢で居の方とか、そういう老老夫婦の方についての見守りとか取り組

みとか、その辺も行っておられる。また、ミニデイ関係でも行っていただいているとい

うことで、本当に地域の皆さん方に御協力をいただきながら見守りをしていただいてま

す。また、保健師のほうにつきましても、介護とかの認定を受けておられる方ですと、

ケアマネジャーさんとか、あと保健師のほうも定期的に家のほうにお伺いさせていただ

いて、状況を聞かせていただいているというような取り組みをこれまでも続けていると

いうことで、予算面において、で居の方に対しての取り組みということで数字は出てき

ませんが、今までも同様、これからも続けていきたいという思いは持っております。以

上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

保西特命参事。

○健康福祉課参事兼保健師事業特命参事（保西 瞳君） 済みません。健康福祉課、保

西でございます。いい質問をありがとうございました。

我々保健師といたしましても、時代は変わりましたけれども、高齢者世帯、あるいは

老人高齢者世帯、おひとり暮らしの方につきましても、訪問はできるだけやっておりま

す。といいますのは、ロボットもいいんですけれども、やっぱり生身の人間同士、人と
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人とのかかわりというところで、きょうはお元気かな、どうかな、数カ月に１度になる

かもしれませんけれども、できるだけ足を運んで地域へ行かせていただいております。

ただ、今の時代でありますので、介護保険を使っていらっしゃる方もございます。その

方々にはケアマネジャーさん、あるいは介護施設の方とも月１度の連絡会をしておりま

すので、そういったところでの情報も収集しておりますし、あとまた困難事例もたくさ

んふえてきておりますので、その中での会議を必要に応じて開催させてもらっておりま

す。あと、地域ネットの見守り会議というものもしておりますし、協力機関もふえてき

ておりますので、ありがたい時代だなというふうに思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

今の現在の質問については総括のほうでもしできたらしてください。総括的に質問し

てください。

ほか、ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。５３ページの負担金、補助及

び交付金の中で保護司会の負担金、去年から見ますと若干ふえているんですが、保護司

会のほうで、法務省からの指導というんですか、サポートセンターいうんですかね、そ

のようなものをつくられて、市川町のほうに設置されたというようなことを聞いている

んですけども、町としてその辺の支援をされているかどうか、その内容が今回の予算の

中に反映されているかどうかをお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 誰か答弁。

日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。保護司に対しての支援という

ことでございますが、保護司さんも役場のほうに年に何度か回ってきていただいており

ます。そしてまた、取り組みの中でパネルを毎年つくられておりまして、そしてそれを

町長、副町長、そしてまた関係の部局に配付もされておりまして、その中でそれぞれ関

係部局については職員も協力をさせていただいているという、そういう実態もございま

す。引き続き、さまざまな情報をいただきながら、より連携を密にして、いい取り組み

ができればいいなというふうに思っています。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。それは今までの活動でいいんですけど、

私の名称が違うとるかもわからへんですけど、多分、サポートセンターと思うんですね。

それが私は市川町のほうに設置されたというので、そういう部分についての、みずから

で運営されると思うんですけど、いろんな経費等も要ってくると思いますので、たまた

ま今回、負担金が４万ほどふえてましたので、そういう意味も含めての予算措置でした

かという、そういう質問なんです。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。
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○副町長（前田 義人君） 前田です。明確な数字は資料を見てみないとわからないんで

すが、今御質問のとおり、場所を市川町において設置して、運営費がかかるということ

で、各町に負担金増ということで要請が出たということで、それに対応した予算を組ん

だというふうに記憶してます。間違いでしたらまた改めて訂正をさせていただきます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。

次に、４款衛生費、６７ページまでをお願いいたします。

藤原日順議員。

○議員（11番 藤原 日順君） １１番、藤原でございます。予算書のほうの６１ページ、

１９節の負担金、補助金及び交付金の一番下のＡＥＤの購入費等の補助金なんですが、

説明のほうでは、区の集会所等に設置する場合、２分の１で、ただし、上限を１５万と

してということで補助をすると、５件を予定していて、７５万という説明でございまし

たけども、もう一つの説明資料のほうを見てみますと、リース、レンタルの場合は３万

円というような形があるんですけども、こちらのほうは一切考えておられないのかとい

うことと、それから、これを周知徹底これからしていかないといけないと思うんですけ

ども、区長会を通してそれを周知徹底、ＰＲするということのほかに何か別の方法も考

えておられるのか、その２点、お伺いします。

○議長（安部 重助君） 平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。Ａ

ＥＤの購入に対する補助につきましては、このたび補助要綱を定めさせていただこうと

しておるわけでございますけども、予算につきましては、おっしゃるとおり７５万とい

うことで、購入すると大体１基３０万程度というふうに聞いておりまして、その２分の

１、上限１５万ということで、台数にして５台を見込んでおります。どれだけ各区から

産要が出てまいるのか、少し予想がつかないところもございまして、こういった数字を

上げさせていただいておりますけども、もし希望が多いようでしたら少し待っていただ

くことになりますけども、できれば補正対応させていただきたいというふうに思ってお

ります。

また、リースなりレンタルについてももちろん対応はさせていただこうと考えており

ますけども、今のところこの予算内でさせていただければというふうに思っております

が、これにつきましても予算に不足が生じるようであれば、また補正をお願いしたいと

いうふうに考えております。以上でございます。（「区長会」と呼ぶ者あり）

済みません。周知についてですけども、せんだって、２月の区長会でもこういう補助

制度を考えているということで一応のお知らせはしております。ただ、予算審議がまだ

なのでということで、詳しいところについては申し上げておりません。予算を認めてい

ただいた後には、また４月に区長会がございますので、また詳しく説明をさせていただ
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こうというふうに考えております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。次に移らせていただきます。

５款農林水産業費、７５ページまでをお願いいたします。ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。ページ数はちょっとどこだか、

探しとんですが、わからなかったんですが、簡単な質問なのでお答え願いたいと思いま

す。

新規就農者数３名ほどの予定で予算計上されてあったんですが、一応それなりの見当

がつく中での予算計上かどうか、それだけお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 多田地域振興課長。

○地域振興課長（多田 守君） 地域振興課、多田でございます。今回、３人分４５０

万計上させていただいておりますが、そのうち２人の部分については、元年度からの継

続ということでございます。あと１人については、農業大学校に昨年まで勉強されて、

今、猪篠地区の中で営農をされているという状況でございますが、青年就農計画という

ものの提出がありまして、今年度、審査をした結果、少しまだそこの就農の計画には至

らないということで、元年度は見送っております。その方を一応本年度も見越しての４

５０万ということでございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。予算書でいいますと７２ページから７

３ページにかけての地籍調査費のところで少しお聞きします。

年間を通して常任委員会でいつも地籍課のときに何が問題なんだっていう話をすれば、

特に熱中症対策が急務であるという話が毎回出てくるんです。熱中症対策グッズもいっ

ぱいあるので、購入されたらどうですかという話を委員会でもさせていただいていると

思うんですけど、そういった熱中症対策に関する予算というのは今回この中に上がって

きているんですか。ちょっと私、わからなかったもんで、お願いします。

○議長（安部 重助君） 藤田地籍課長。

○地籍課長（藤田 晋作君） 地籍課、藤田でございます。産用費の中で、安全対策現場

用ーということで１３万 ０００円を見ております。クールスカーフとか、用につける

扇風機とか、冷却スプレーとか、そういうのんを購入してちょっと試してみたいなと考

えております。消ーーです。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

栗原議員。

○議員（10番 栗原 哉君） 済みません。１つ教えてください。
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予算書の７１ページのため池防災対策情報整備委託料、これ、何か３カ所池があるら

しいんですけど、それどこどこか、ちょっと教えていただけますか。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。栗原議員の御質問にお答えさ

せていただきます。

まず１つ目は、吉冨区の段ノ池、それから宮野区の宮野大池、赤田区の本谷池の３カ

所でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、次に行かせていただきます。

６款商工費、８０ページまでをお願いいたします。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございます。次に移らせていただきます。

７款土木費、８５ページまでをお願いいたします。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。集落要望の資料が添付されとったと思

うんですけども、集落から上がってきとる部分で、道路関係、特に舗装が多いと思うん

ですけども、そこら辺について、建設課でこの予算に絡んどる部分、説明をよろしくお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。藤原裕和議員の御質問に回答

させていただきます。

予算書の８３ページの土木費、道路橋梁費、道路橋梁維持費の工事請負費の中で対応

させていただくということになっております。

区要望から上がってきている舗装修産ですけども、７区から７路線上がってきており

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。済みません。説明資料のほうでお聞き

します。説明資料の７８ページの上から２つ目、橋梁長寿命化の事業のことで少しお聞

きします。

今年度の予算が１億 ２００万で、前年度に対して ３００万円も減っているんです 

けれども、私の中のイメージでは、この橋梁長寿命化工事というのはすごいおくれてい

ると思っているんです。今回の補正で繰り越しで、 ３００万の繰り越しですか、要は

その繰り越しをしたからその分前年度よりも予算が少なくなって、ちょっとうまく言え

ないんですけど、本来する工事というんですかね、予定のところまで追いつくんですか
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ね、予算を減らして。ではなくて、繰り越し分もあるし、今年度はこれぐらいしかでき

ないだろうという予算を組まれたのか、ちょっとうまく言えなくて申しわけないんです

けど、その辺、お答え願えますか。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。小寺議員の御質問にお答えさ

せていただきます。

橋梁の修産につきましては、計画どおりいってない、若干おくれております。ですか

ら本当は予算を上げてという形なんですけども、説明資料の７８ページのこの橋梁長寿

命化修産事業につきましては、委託費も入っておりまして、このたび令和２年度につき

ましては、補修設計の委託のほうを減らしまして、工事のほうを重点的にやるというこ

とでこのたび予算化しております。ですからちょっと委託料が減っております。以上で

す。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。そしたら今回その工事のほうに重きを

置かれるということで、順調にいけばまた令和２年度末にはほぼ予定どおりまで進捗す

るいう考えでおってもらわしてもうてよろしいですかね。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 です。何分これは国からの補助金がございま

して、額が決定された場合、それ以上のことができませんので、計画どおりいくかいか

ないか、補助金の予算取り、申請のほうはやりますけども、交付決定額がどうなるかと

いうことでわかりませんので、ちょっと明確な回答にはなりません。以上です。

○議長（安部 重助君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。私も小寺議員と関連した質問になって

しまうと思うんですが、回答も同じような回答になると思うんですけども、道整備交付

金事業ですね、このたびの国の補正において繰越明許費もございますし、あと当初予算

については、その繰越明許費の関係があるのか、前年度よりは減額の予算が上がってお

るんですが、その中で、神崎・市川線、それと同支線、それと水走り中河原線、長年取

り組んできた中で、ことしできるんや、来年できるんやという話をずっと聞いてきたん

ですけども、本年度、国の予算がつけば、ついた段階で令和２年度の開通見込みという

ふうに思ってよろしいんでしょうか。説明資料の７７、７８には継続して道路改良工事

を実施するという文言があるんですけれども、完成の見込みですね、ことしはことしは

ということを今まで聞いてきたんですけども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 です。澤田議員の御質問にお答えさせていた

だきます。

このたび国の３月の１号補正で、令和２年度の予算を前倒しでやらせていただいてお
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ります。ですから、令和２年度につきましては、まだ補助金が確定してませんので、明

確な、１００％そうですとは言い切れないんですけども、町道神崎・市川線及び町道神

崎・市川支線におきましては、令和２年度で工事を完了させる予定で進めております。

ただ、町道水走り中河原線につきましては若干、予算をふやしとるんですけども、令和

２年度中に完成というのは、ちょっとおくれるということで、令和３年度に入ってしま

うということになります。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。建設課長の７路線という回答だけやっ

たので、もう少し詳しい回答をいただきたいと思います。

取りまとめの表を資料として１０６、１０７にいただいておりますね。たしか、建設

課長は７路線と言われたんですけども、昨日の児島財政特命参事の説明ですと８路線。

この資料を見ましたら、神崎側、例えばお尋ねするんは、路線名と延長、集落名でしか

上がってないんですけども、根宇野、山田、中村、粟賀町、それから寺野、柏尾、それ

から大山、それと次のページに道路維持補修ということでは本村が１となっとんですけ

ども、これの部分の先ほども言いました路線名と延長。金額にしまして１億 １３０万

円、結構大きな予算で、集落要望、各集落から出てきとると思うんですけども、そこら

辺がどれだけふるいにかけて、この部分はもうぜひとも修産しなければいけないという

判定をどうされたのか、その舗装がもうでこぼこになって、めくれたり、そういう状態

なのか、いやいや、こういう予算が、辺地債、そういう部分で今のうちに修産をしてお

こうということなのか、そこら辺についても、集落要望で以前は、山名町長が始まった

とき、最初のころは、集落２カ所ずつ集落要望を取り上げよったと思うんですね。ある

程度頭打ちの金額も、何ぼでもいうわけにはいかんのんで、予算がやっぱりあるもんで、

しておったんですけども、この令和２年度の取りまとめ、いろいろ集落要望が上がっと

んですけども、道路維持補修についてだけなんですけども、その部分でどうふるいにか

けられたのか、もう少し、要望が多いかったけどこの８路線に絞り込まれたのか、そこ

ら辺についてもよろしくお願いいたします。それと舗装の状態が特別悪いのかどうか、

そこら辺もよろしく。

○議長（安部 重助君） 野 建設課長。

○○設課長（○ 直規君） 建設課、野 でございます。藤原裕和議員の御質問にお答

えさせていただきます。

まず、予算説明資料の１０６、１０７ページには８集落で区要望が上がっております。

私は先ほど７路線言いましたけども、舗装修産と言われましたので、舗装修産に関して

は７路線でございます。工事費ですけども、区要望の全体で、８路線の予算ですけども、

９３０万を予算を計上しております。それと、あとの残りの差額は何やいいましたら、

町で計画しております町道中村・山田線の舗装修産とか、あと上小田それこそやないで

－２１１－



すけど、町道峰山線の舗装修産とか、そういうふうな過疎債で対応する分、それと辺地

債で対応する部分、それも含めて１億 １００万でございます。

それと、あと区要望で上がってきた部分につきましては、舗装の状況ですけども、こ

れは今まで修産行ってないところでございまして、大分悪いところを集中的に、その路

線の中でもここが悪いですよというところをやらせていただくという形で計上しており

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） 路線名。

○○設課長（○ 直規君） 路線名言いましょうか。済みません。路線名、ほんなら言

います。

根宇野区は、町道山田・根宇野線……（「路線番号で」と呼ぶ者あり）路線番号。

○議長（安部 重助君） 路線名言うた。

○○設課長（○ 直規君） 済みません。資料の１０９ページに地区名、路線名、工事

概要が書いてありますので、それで参考でお願いしたいというふうに思います。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。ほか、ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。予算書の８２ページ、ことし

土地利用計画策定業務委託料ということで新たに上がっております。これも通常の土地

利用の計画を上げるものなのか、説明資料を見ますと社会経済情勢の変化等にという分

の中で、特に何かのことがあって今回新たに利用計画を策定されようとしているのか、

この点をお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤原ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（藤原登志幸君） ひと・まち・みらい課、藤原でございます。

この計画策定につきましては、農振計画の変更にあわせて、町としての全町的なゾーニ

ングの中で土地利用の総体的な計画をつくりたいというところでございまして、合併以

降、この土地利用計画というものがございませんでしたので、改めて作成をしながら、

農振区域の見直しにあわせて、それを反映をできればといったような思いでこのたび計

画を策定するものでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございますので、次に行かせていただきます。

８款消防費、８８ページまでをお願いいたします。ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。予算説明資料の８２ページの防災備蓄

備ーの分の中で、今回、これも議員等の質問の中でもあった中で、ミルクとか離乳食、

これの分、１０万円の計上がされておりますが、大体何日分ぐらいの対応の分で１０万

円かなという、そのことを教えてもらいたいと思います。
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○議長（安部 重助君） 住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。こ

の防災備蓄備ー、乳幼児のミルクであるとか、あるいはアルファ化た等の非常食でござ

いますけども、基本的には発災後３日分は備蓄をしておかなければいけないという考え

方に基づいて数量を決めております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） 大体何人分での３日分という、人数のほうはわかりませ

んか。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡でございます。特

に乳幼児の分については、大体今のところの年間の出生数が５０人前後というふうに聞

いておりますので、それを基準に考えていると思いますけども、少し、今、詳しい資料

を持ち合わせておりませんので、また委員会のほうで説明をさせていただきたいと思い

ます。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございましたら、次に移らせていただきます。

９款教育費、１１０ページまでをお願いいたします。

藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。４月から越知谷小学校・幼稚園が神崎

小学校ということで、バス通になるということで、子供の安全等を考える中で、特に上

越知、越知から上に上がった山の、通常、上越知いうとこからの通園なり生徒もおると

思うんですけれど、あの生徒たちはやはり下の県道までおりてバスに乗るのか、それと

もその間の安全的な対策的なのはどういうような考えがありますか。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。御質問に

お答えさせていただきます。

４月からの統合に当たりまして、上越知の児童が数名、五、六名、幼稚園含めまして

おりまして、何とか上越知のほうにもバスを上げてほしいというようなＰＴＡからの要

望も受けさせていただいて、ひと・まち、またグリーンバスとも十分検討をさせていた

だきました。バス全体の問題もあるんですけど、マイクロバスの規模であれば上の神社

のところでＵターンはできるんですけども、大型だとＵターンができない。新田からバ

スがおりてきた場合に、上越知回って行った場合に、根宇野でもかなりの人数が乗りま

すので、ちょっとマイクロバスでは乗り切れないというところと、あと新田から来た場

合の上越知に回った場合の時間的、１０分ぐらいは時間がかかるというところと、今の
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グリーンバスのバスのやりくりの中では、現状のバスの台数では厳しいというところで

ございまして、ＰＴＡのほうにも説明させていただいて、今後、また小学校の全域を含

めた検討の中で検討させていただきますというようなお答えをさせていただいておりま

す。

また、下校時につきましては、今、３時５分前後の支庁舎発のバスのみが上越知行き

でありまして、そのバスが上越知行きというところで、逆にその３時発については新田

方面に行かないという便になってしまいまして、その便については神崎小高学年のほう

が週に１回ぐらい利用するというところもありまして、そのあたりも検討させていただ

いたんですけども、今のバスのやりくり、また運転手の人数では現状からちょっと一歩

進むことが今の時点ではできないというところで御説明申し上げて、学童保育、また１

便後、４０分程度後になるんですけども、保護者にも説明させていただいて、その後の

便に乗っていただくというような方策をとらせていただいているところでございます。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。初めてのバス通という子供もありまし

て、非常に保護者さんの方たちはその間の、もう心配されております。安全等もありな

がら、時間帯が、登校の場合はその時間は把握できるし、帰りの時間帯等においての迎

えにするにしても何にしても心配しておられますので、そこらあたりも早いうちに検討

いいますか、相談していただいて、子供たちの安全な通学、登校をお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） ありがとうございます。今の統合に関しまして、児童の通園、

それから登下校に関しましては、今御指摘のとおり、まずは安全・安心でございますけ

ども、今、課長が申し上げましたとおり、なかなか物理的に難しい面が本当にございま

して、神姫バスも、グリーンバスのほうも、それからひと・まち・みらい課のほうのコ

ミュニティバス等、いろいろと検討を今重ねているところですが、なかなかちょっと活

路が見出せていないんですが、今、議員申されましたように、もう少し努力をさせてい

ただきますけども、４月からできるだけスムーズに、ＰＴＡの方、保護者の方の理解も

得ながら進めていきたいと思います。どうもありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。説明資料の９１ページ、真ん中ほどで

新規事業、神河町町史編纂事業でございますが、まず初年度、ことし、令和２年度、初

年度で始めるということなんですけども、具体的にことしの事務内容について教えてく

ださい。

○議長（安部 重助君） 橋社会教育特命参事。
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○教育課副課長兼○会教育特命参事兼地域○○センター所長（ ○ 宏安君） 教育課、

橋でございます。吉岡議員の質問に答えさせていきます。

町史編纂事業につきましては、令和２年度から新規にスタートする事業でございます。

初年度につきましては、町史編さんの委員会を年に２回開催しまして、町史編纂事業を

進めるための準備室が必要であるかということも含めて、方針の具体的な内容の協議、

また財政面の関係の検討、スケジュール的なことを委員会で協議をして進めていく予定

にしております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかに。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） 今までの例で申しますと、大河内時代も町史編さんをや

ったときに町史編さん室というのをつくって、僕が知っとる限り臨時でお二人、常勤で、

もちろん臨時なんですけども、勤めてもらって町史ができたということなんですね。で

すんで、準備室が要るとか要れへんとかいう議論もするいうことなんでしょうけども、

やっぱり専任で２人ぐらい、進める人と助手という形で２人ぐらい要ると思うんですけ

ども、その辺、どんな見解でしょうか。

○議長（安部 重助君） 橋社会教育特命参事。

○教育課副課長兼○会教育特命参事兼地域○○センター所長（ ○ 宏安君） 教育課、

橋でございます。町史編さん室の関係なんですけども、ことしいろいろと文化財の専

門家、また学識経験者、文化財保護審議委員さんとか、町幹部も含めてなんですけども、

委員会に入っていただいて、協議を進めていくわけなんですけども、令和３年度以降、

そういった体制をどうやっていくか協議を進めるんですけども、トップになる室長、ま

た専門員、そして調査も進めていくわけですから、調査を整理する作業員等を含めて、

そういった体制で進めていかないと、そういった町史編さんできないかなという思いで

はおります。確定ではないですけども。構想となりますけども。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） これで最後にします。

神河町、歴史、文化に強い方、複数、何人かおられますので、ボランティアで、よし、

手伝うてやろうという人も話をするとおられましたので、そういった方々もお声がけし

てもらって、トータル的に仕事を進めてもらったらなと思います。答弁要らないです。

以上です。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。説明資料の、先ほど町史編さんの質疑

があったんですけども、そのすぐ下の段の、これも新規事業で、ひょうたんのこういう

会が、総会があったり、そういうふうなことで、第４５回、いろいろ全国ずっとそうい

う回り番があって、兵庫県の中で神河町がこういうような総会をされたり展示をされる
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ということで予算がついとんですけども、ここら辺について、もう少し、教育課のほう

かな、担当のほうでＰＲができる部分、大変珍しい事業やと私は思うとんですけども、

ひょうたんは上岩の方が中心になってやられとる部分がそうなのか、そこら辺について

もわかっておる範囲でよろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。ひょうた

んの関係ということでございまして、今年度、新規事業で、中身につきましては、実行

委員会への補助金というところの位置づけで予算を上げさせていただいております。

内容につきましては、全日本愛瓢会、ひょうたんの組織がございまして、兵庫県の支

部がございます。来年度、第４５回となるんですけれども、過去、各県支部それぞれで

大会を催されてこられました。内容につきましては、総会、また展示会ということで、

全国にひょうたんを広めていくといいますか、そういった内容でございまして、その中

に名誉総裁というところで、秋篠宮殿下というところが名誉総裁になられているという

ところで、なぜ秋篠宮様がひょうたんのというところなんですけども、殿下がひょうた

んにすごく興味をお持ちというか、大きなものが殿下が非常にお好きだというところで、

１０何年前から総裁になられて、全国のその大会にもお越しになって、秋篠宮様賞を付

与されているというところでございます。今回、兵庫の支部というところで、全国の愛

瓢会の本部があるんですけども、その本部の副会長に神河町、地元の上岩の大中区長様

が全国の副会長というところにつかれております関係で、今回、兵庫県で開催するに当

たり、ぜひとも副会長のお膝元である神河町で開催したいということに決定されまして、

その中で、皇室も来られるというところで、過去の大会におきましても各自治体といい

ますか、そこが協力をされているという中で、昨年の２月に町長のほうに御依頼に来ら

れて、町としても大変有意義なことでありますし、町をＰＲする上でも大変ありがたい

というところで、神河町として実行委員会を引き受けさせていただくということになり

ました。

来年度６月の中旬に、日はまだちょっと決定にはなっていないんですけれども、中旬

に神河町において展示会、また総会を開催させていただくということでございまして、

その中で、また愛瓢会におかれましては、協賛金とか、また会費とかも取られるんです

けれども、予算がそれでも賄えない分というところで、過去においても各自治体が補助

を出されているというところもありますが、町としても全面的に協力というところで、

今回予算を上げさせていただいておりますとおり、説明資料の９１ページで実行委員会

の補助金として１００万円。この１００万円につきましては、総会いうんですか、展示

会に係る展示のレンタル代であったりとか、会場の設営の費用であったりとか、また、

郵便料であったりとか、消ーー、印刷製本に係る分の補助をさせていただくというとこ

ろでございます。その他の２６２万 ０００円につきましては、皇室の対応につきまし

ては、当然自治体のほうが窓口になって行うというところでございますので、皇室を迎
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えるに当たっての経費を一般会計で置かせていただいたというところでございます。以

上でございます。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ６月の中旬ということで、楽しみにしたいと思います。

もちろん会場は、神河町いうことになったら、グリンデルホールでやられると、そのよ

うに思うたんですけども、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

○議員（９番 藤原 裕和君） はい。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 全日本愛瓢会の大会が神河町で開催されるということでありま

す。主催は愛瓢会ということになってまいります。その中で、神河町が全面的にバック

アップしていこうということであります。いろいろな関係者の具体的な日程等について

は、これは未確定でございます。いうことでございますので、決定ではございませんの

で、そのあたりは慎重にお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。関連ですけれど、この団体は、文化協

会やとか、そういうとこには加盟はしておられないですね。町のやっぱりそういう体育

なり文化協会の加盟の中でのこういった補助というものは過去にもあったんですけれど、

今回、同好会といいますか、こういう形で全国大会等がされるということの協力なり補

助的なんは、過去にはあんまり、私、記憶がないんですけれど、そこらあたりはどうで

すかね。これを、方向になれば、今後、これに類するような大会等があるときには、ま

たこういう方向で考えていくべきになると思うんですけど、そこらあたりの思いはどう

ですか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 当然そのような質問が出ようかと思います。結論から申し上げ

ますと、その大会の内容等をしっかりと把握した上で、最終的に決定をさせていただく

ということになろうかと思います。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。説明資料でいいますと９４ページの教

育費の一番最後に新規事業として旧地域交流センター管理運営事業が上がっております。

委託料として３１万 ０００円も上がっているんですけども、この管理の基本的な考え

方というか、その辺を教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 橋社会教育特命参事。

○教育課副課長兼○会教育特命参事兼地域○○センター所長（ ○ 宏安君） 教育課、
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橋でございます。旧地域交流センターの管理の委託の考え方ということなんですけど

も、今まで閉校小学校とか管理を進めてきた経緯がございまして、基準的には、委託の

中身といたしましては、運動場、グラウンドの管理、そして校舎の換気の部分、掃除の

部分、そして体育館の管理の部分を含めまして、今までの施設でしたら地元にお願いし

たりしておりまして、そういった管理を委託としてお願いしております。以上でござい

ます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。今回、小学校の体育館と中学校の体育

館の照明のリース、いわゆる５年間の債務負担行為で上げられているんですけども、私、

済みません、総務のもし資料とかに書かれてたら、読んでなくて申しわけないんですけ

ど、本来、照明なんかっていうのでなかなかリースっていう事業は珍しいと思うんです。

白熱灯、それからＬＥＤにかえられるいうことで、恒久的なものにかえられるというこ

となんですけれども、そしたら５年後、この債務負担行為が終わった後、一体どうする

のかという、当然そういう議論もされたと思うんですけど、単純に予算不足で、単年度

的に見れば、それは５年間の債務負担行為にすれば安いんですけども、中・長期的な観

点から見たら、最初から一気に更新工事にするほうが圧倒的に安いのではないんかなと

思うんですけど、その辺のとこをお願いします。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。このＬＥ

Ｄ化工事につきましては、リースということなんですけれども、５年間リースというこ

とで、５年後には神河町のほうに帰属いただくというところで、リース支払い満了後は

もう神河町のものとなるということでございます。実質、工事費を５年に分けてお支払

いするという形になるということで、一気に工事やる場合と比較をさせていただいたん

ですけれども、その分でも格段にこのリースといいますか、一気にこの２つの学校、ま

た社会教育施設も……（「あったんですね」と呼ぶ者あり）ええ。それで格安にできる

というところでこの方法をとらせていただいたというところでございます。以上でござ

います。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） 小寺です。念押しです。そしたら５年後、このリース期

間が終わればもう神河町のものになると、もう一切お金がかからないいうことなんです

ね。それはそれでわかりました。

それともう１点お聞きしたいのが、済みません、説明資料のほうでいうと９１ページ

の一番下ですね、神崎公民館管理運営事業の中の工事請負費、たしか大ホールの天井修

理の６００万円という説明だったと思うんですけども、昨今といいますか、最近ずっと

公共事業の重複化などを検討しなければならないという中で、この６００万というなか
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なか大がかりな工事に踏み切られた検討内容とか、じゃあこの６００万もの工事をされ

るからには今後もしばらく神崎公民館を運営し続けられるのか、そういったところの、

管理職会議になるのかどうかわからないんですけど、ちょっと内容を教えていただけれ

ばありがたいと思います。

○議長（安部 重助君） 児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。この部分に

つきましては、旧粟賀小学校跡地の部分と絡み合わせながら、施設の当然解体までの間

はしっかりと使っていくというところの中で、その解体までの期間の間は最低限の補修

をしながら支障のないようにというところの中で、最低限の工事費というところの中で

予算計上をさせていただきました。いつまでも神崎公民館を存続させるということでは

なくって、旧粟賀小学校跡地の解決を見る中で、取り潰すまでの間の維持というところ

の中で、先ほど申しましたように最低の補修ということで今回計上をさせていただきま

した。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） 済みません。４番、小寺です。１点だけ確認させてくだ

さい。私、その現場確認してないから全くわからないんですけども、大ホールの天井修

理というのはもう今年度に、令和２年度にやっておかないと、もう全然大ホールが使用

不可能という状態なんですかね。それでしたらいわゆる先ほど財政特命参事がされた、

とりあえずの間は、使用できる間は使用するいうことで理解できるんですけども、喫緊

の修産でもなく、まだあと１年ぐらいやったらもちますよという話やったらそんな慌て

んでもよかったなということなので、とにかく現状を教えていただければと思います。

○議長（安部 重助君） 橋社会教育特命参事。

○教育課副課長兼○会教育特命参事兼地域○○センター所長（ ○ 宏安君） 教育課、

橋でございます。先ほどの小寺議員の質問ですけども、神崎公民館のホールの橋漏り

なんですけども、傾斜がついた陸屋根になっておりまして、屋外のところなんですけど

も、コンクリートが亀裂とか、表面の膜とかが剥がれてしまいまして、橋が来るたびに

ステージのほうに橋漏りが激しくなりまして、下で幼児用のプールを受けるなどして橋

の滴を受けたりしておりました。そういった中で、この状態では使用不可能であるとい

うことで、天井材につきましても橋の浸透によりまして大きく影響を受けてきている状

態ですので、早目の修産が必要かということで、令和２年度の早期に着工したいと考え

ております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。ただいまの質問にも少し関連はするん

ですけども、実は長谷にあります温水プールの件で、先ほども神崎公民館の修産とかい

う、そういうような質問あったんですけども、これが、この神河町の議会でもなく、初
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めてやると思うんですけども……。

○議長（安部 重助君） これ、ちょっと予算に出てますか。どこに出てます。

○議員（９番 藤原 裕和君） 温水プールの修産料に絡んで。

○議長（安部 重助君） に出てますか。何ページ。

○議員（９番 藤原 裕和君） 説明資料を言いますわ。９７ページ、町民温水プール。

議会に対して初めてのことやろうと思うんですけども、区長会なんかとの懇談会で、長

谷の温水プールをダムの関係もありまして存続してくれと、区長連名のそういうような

要望書が議会に届いた。そういうとこでお尋ねをするんですけども、チラー等の、いろ

いろほかからのそういう情報も入っとんですけれども、今後、そういう社会体育施設は

逐次縮小したり統合したりというような方向が出とんですけども、この温水プールにつ

いては神河町にとっては一つしかないと、そういう部分から、長谷の地域住民の方の思

いと、それから、今現在結構寺前辺からも利用はしよってんですけども、全町的にいう

たら神崎側の方の利用は私は少ないんかなとは思うたりもするんですけども、そういう

温水プール存続に向けて、社会体育施設ですので、年間 ０００万とか ０００万とか、 

８００万とかいうお金を、平成５年につくった施設、ダムの関係でつくったたしか、

私もその時分、建設の時分のことは覚えとんですけれども、それから常にその当時の大

河内の教育長が、社会体育施設なので存続をするんやと、町民のために利用してもらう

んやというようなことでは言われ続けとったんですけど、それが、今、ここへ来て、集

落の区長さん連名で潰すなと……。

○議長（安部 重助君） 藤原議員、これ管理運営についての予算が上がってますので、

今、区長要望とか、区長さんが、地域の方が要望されておることと若干違いますので、

話をすりかえないようにしてください。

○議員（９番 藤原 裕和君） すりかえるんじゃなくて……。

○議長（安部 重助君） もうすりかえとってんでね、もうそうじゃなしに、今、管理運

営についての予算が上がってますので……。

○議員（９番 藤原 裕和君） 修産料を、もちろんここにも予算が出とんですけども…

…。

○議長（安部 重助君） 要望活動は別の話です。存続の要望活動は別の話です。ここで

議論する……。

○議員（９番 藤原 裕和君） 令和２年、来年度の予算ですよ。

○議長（安部 重助君） そうですよ。

○議員（９番 藤原 裕和君） 温水プール、関係ありませんか。

○議長（安部 重助君） いや、関係ありますよ。そやから管理運営に際して。区の要望、

地域の要望については、ここでの話、議論する場じゃないです。

○議員（９番 藤原 裕和君） 修産料も含めて担当課の見解を、予算に出てますので、

そこら辺、教育長のお考え等、よろしくお願いいたします。
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○議長（安部 重助君） 橋社会教育特命参事。

○教育課副課長兼○会教育特命参事兼地域○○センター所長（ ○ 宏安君） 教育課、

橋でございます。藤原議員の質問に答えさせていただきたいと思います。

温水プールの維持管理につきまして、何も方向性が決まっておりませんので、利用者

が安全に利用できるために維持管理に努めているところでございます。平成５年にでき

た施設でございますので、約２６年経過しておりまして、機器的に、また施設的に老朽

化が顕著に見えておりまして、温水プールというところで大変湿気が多い施設でもござ

いますので、廊下とか壁とか、そういったところに水がしみ込んで、壁に跡がいったり

もしておりますので、そういった面も含めて、機器的なところ、施設の躯体に関すると

ころの修産費として計上して、安心・安全に使っていただけるように努めていきたいと

思っております。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 入江でございます。温水プールにつきましては、今、参事も

申し上げたように、計画では長期計画の中で上がっておりますけども、今はとにかく安

全にしっかり使っていただくように、ただ機械的な面でありますとか、施設的な老朽化

でありますとか、その辺はございますので、ただ、その辺もメンテナンスを加えながら、

安全に使っていただくように今しているとこでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。２点お尋ねをしたいと思いま

す。先ほどの小寺議員からの質問とちょっと似たいうか、相反する部分もあるんですが、

その内容でお尋ねをしたいと思います。

まず、神崎公民館ですか、屋根の修理ですね。これ、委員会等で聞いてますと、やや

もするとすぐにでも橋が漏るという非常に切迫というんか、したような事業ですので、

この予算が可決されれば、梅橋時期を迎えるまでに当然修理をすべきと思うんですが、

その辺の予算が可決されたときのスケジュールをどう考えておられるかなという分が１

点です。

それからもう１点は、小学校、中学校の体育館のＬＥＤ化ですね。これは恐らく水銀

灯の球が生産がなくなるという分の中での対応やと思うんですが、先ほど教育課長の中

の答弁の中で、社会体育施設等についても若干対応しとんですよというような話も、私

はそのように受け取ったんですが、 橋副課長やったかもしれないんですが、そのよう

に受け取ったんですが、たしかはにおか運動公園の分を見てますと、テニスコートです

か、の照明の分なんかもあったりもしますので、この水銀灯の生産がなくなるという分

の中で、教育委員会として、学校施設、それから社会体育施設等も含めて、全体の水銀

灯からＬＥＤいうんですか、水銀灯がなくなるという分での対応をどう考えておられる
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のかというのをお尋ねしておきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 橋社会教育特命参事。

○教育課副課長兼○会教育特命参事兼地域○○センター所長（ ○ 宏安君） 教育課、

橋でございます。三谷議員の質問にお答えさせていただきます。

まず最初の神崎公民館のホールの橋漏り修産の関係なんですけども、この予算が通り

ましたら、４月早々に、早期に着工できるようにスケジュールを進めて、梅橋どきが来

るときまでに完成できるような見込みで進めていきたいと思っております。

そして２つ目の社会教育施設に係る照明の件でございますけども、２０２０年度で、

各メーカーにもよりますけども、水銀灯の製造がなくなるというところにおきまして、

在庫があるうちに水銀灯を施設で確保していくということで進めておりまして、切れた

ときにはそれを交換していくというところで進めておりますけども、また本年度、令和

２年度で長寿命化計画というところを立案していくんですけども、そういった中で、一

気に照明の交換といきましたら財政的に負担が大きくかかってきますので、順次、社会

教育施設、社会体育施設等を含めて計画立てて、交換、ＬＥＤ化に向けて計画していけ

ればなと思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 藤原教育課長。

○教育課長兼給食センター所長（藤原 美樹君） 教育課、藤原でございます。先ほど私

は社会教育施設もと言って、少しちょっと勘違いしておりまして、申しわけございませ

ん。順次というところで、学校施設につきましては、来年度、神崎小学校と神河中学校

というところで、その他の寺前小学校、長谷小学校につきましては、もう既にＬＥＤ化

が済んでいるというところでございますので、学校施設におきましては、来年度、その

２つの学校を終了することによって、全てＬＥＤ化になるといったところでございます。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。よろしいですか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。

次に、１０款公債費から１２款予備費、最後までをお願いいたします。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

総括で質疑がございましたらどうぞ。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） 総務課、課長にお尋ねをいたします。

総務課の関係で、何度か質問が出とったんですけど、そのときにちょっと言い忘れて

おりました。令和元年度、職員採用、新しく職員が総務課に３名とかなんとかいう回答

やったと思うんですけども、この予算書の１１７ページを見て質問するんですけども、

令和２年度中の採用者、６人という数値が上がっとんですね。実は兵庫県の各市町とか、
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県においても就職の氷河期の方をこういう公務員の採用にというような動きがずっと出

とんですね。たしかきのうたまたま見ておりましたら、兵庫県で県職員が、就職氷河期

の採用が県全体で１３人やというような、大変大勢の応募があった中でそういう採用が

なされたと。そういう全体的に兵庫県とか、全国的にそうなんですけども、私の息子な

んかもそういうような時期に就職、確かに就職なかったですね、その世代の方は。そう

いう方のために、この神河町で職員採用、恐らくそういう分も含めてこういう数字が上

がっとると思うんですけど、そこら辺について、就職氷河期で苦しんだ方をどれだけ、

数は知れとるとは思うんですけれども、町民の若い方の、３０代か４０代ぐらいの方や

と思うんですけども、この数字でどれぐらい採用されたのか、どう考慮されたのかとい

う部分のお尋ねをします。以上です。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。就職氷河期に対する対応とい

うことで、兵庫県を初めとして、どこまでの自治体がということはちょっとわかりませ

んけれども、かなり採用をやるというような報道もされています。

神河町におきましては、定員管理計画ということで、向こう５年間の定員管理、いわ

ゆる職員採用と退職の関係というものを常に動向を見ておりまして、その中で、特に合

併直後においても、職員採用は控えながらも、ゼロという形がないように取り組みを進

めております。当時は４名の退職に１名ぐらいの割合で採用してきたというふうに認識

をしています。そういう状況の中で、現実的には、議員おっしゃいますように、４０代

前後あたりで少し神河町においてもその層が薄いといいますか、そのあたりの職員が少

ない部分というのは現実的にはあります。しかしながら、冒頭言いましたように、計画

的な採用に心がけて、将来を見越した定員管理を行っておりますので、そのあたりにつ

いては全く、これは私ども執行部側の一方的な考え方かもしれませんけれども、将来を

見据えたしっかりとした対応をしてきているというふうに思っています。

あわせて、合併後、職員採用が４０名になってきております。これは普通会計職員の

約３分の１ということで、大きくこの世代交代が図られてきているという、そういう状

況にもございまして、その点も含めて、しっかりと職員の定員管理を行っているという

ことで、議員の質問の趣旨に十分には答えられてはないんですけれども、神河町におい

ては長期的な展望に立った採用計画の中で行っておりますので、現時点で氷河期に対し

ての対応を別途行うという考え方は持っておりません。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 澤田です。ちょっと教育委員会の関係で少しお尋ねとい

うか、基本的な考え方をお尋ねしたいと思います。

予算の説明資料の８３ページの教育費の新規事業の教育振興基本計画策定事業という

ことに絡めて少しお考えをお尋ねしたいんですけども、この計画については、委員の謝
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金２４万円ということで、コンサルへの委託をすることなく、地元の様子がわかった方

々の委員さんによって手づくりでつくられる第３期のかみかわ教育創造プランだと思う

んですけども、そういう中で、補正予算の中にもありますが、国のほうはＧＩＧＡスク

ールということで、近年ずっと教育の方向を見てますと、情報化という部分に、そうい

うふうに進んで、教育の情報化、情報化ということで、そういう流れが大きく見えるよ

うに思うんですね。

そういう中で、やっぱり子供たちにとっては神河の豊かな自然の中で、この神河の豊

かな自然を活用した教育とか子育てというのが今後も大事ではないかなと思うんです。

状況としては、過去にというか、現在も神崎保育園では田植えの体験をされたり、カボ

チャの栽培をされたり、私の知る限りでは、越知谷小学校では田植えの体験、長谷小で

は里山での活動であったり、過去には、旧大山小学校ではお茶摘みをされたりとか、各

小学校の地元の山に登ったりとか、そういう地元と密着した教育というか、そういうも

のが取り組んでこられたと思うんです。そういうものが、学校が大きくなることによっ

てなかなか地域とのつながりがなくなって、それが地域の自然とかかわることがだんだ

んだんだん少なくなってきているというような現状が私はあるんじゃないかなと思うん

ですね。町全体でいうと、本当に１０年後、２０年後、農林業を誰が担っていくんか、

田んぼもつくったことない、田んぼも行ったことない、そういう子供たちが大きくなっ

て、神河の農業をどう守っていくんかなというのも本当に危惧するところなんです。

その一方で、残念ながらこの３月で閉園します神河やまびこ学園のあの子供たちの様

子を見ていると、本当にあの地域とかかわって、地域の自然とかかわり、地域の人とか

かわり、すばらしく、すごくたくましく育っている様子があります。

せっかくこういう事業に取り組んだ町でありますので、今後、もちろん国の流れとし

て情報化は大事なんですけども、やはり神河での自然を生かした教育、そういったこと

について、もう少し重点的な取り組みというか、そういう部分を取り組みをお願いした

いなと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 入江でございます。今年度で第２期が終わりますので、第３

期に向けた構想を、基本計画を立てていくという中で、今、澤田議員のほうから御指摘

いただきました部分につきましては、先ほど予算の中でもありましたように、「かみか

わっ子」ふるさと育成事業という、これは昨年度までの日本一の学校づくりの後継にな

るわけですが、それをまず上げさせていただいて、私も個人的にはそのような、今、澤

田議員がおっしゃったような意見をよく、やまびこ学園で山村留学生がやっていること、

本当にすばらしいことを積み重ねていただいているなと、それを広げていきたいなとい

うことは常々思っております。町長がよく本物に触れさせるということもおっしゃって

おりますけども、自然という本物に触れさせるということも本当に大事な部分だと思っ

ております。各学校では本当にいろいろな体験活動をして、農業体験もしております。
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それから、川へも出かけたり、山へも、最近は山はなかなか難しい状況もあるんですが、

地域の方たちにもお願いして、外部講師として来ていただいたりすることも重ねておる

わけですが、今回、そのような「かみかわっ子」ふるさと事業というのも新たに立ち上

げさせていただきますので、その部分につきましても、私の願うところでもございます

ので、何とか反映させながら、ただ、先ほど来出て、いろんな予算的な面でありますと

か、物理的な面でありますとか、どこへ軸を置くのかと、ＩＣＴもございますし、ＧＩ

ＧＡもあるんですが、その辺はちょっと整理しながら、何とか力を入れたいと思ってお

ります。どうもありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。１点だけ、債務負担行為の計

上の仕方についてお尋ねをしたいんです。いうのは、今回、小学校、中学校の体育館の

ＬＥＤ照明の分で、リースという形で上げられてます。私の記憶では、こういうリース

が債務負担で上がってきたのは初めてかなというふうな気もするんです。これは恐らく

公会計等の導入の中で、リース債務なりリース資産という形の中でこのような取り扱い

をされるようになったんかなと思うんですが、一方、今回の当初予算を見ますと、自動

車のリース料というようなのもあるわけですね。その辺の分について、今後の債務負担

行為に計上する分、一つの統一基準があるんじゃないかと思うんですが、その辺につい

ての基準というんですか、考え方を教えていただきたいんです。

○議長（安部 重助君） 総務課、児島財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（児島 修二君） 総務課、児島でございます。今回のリー

スに係る部分の債務負担行為というのはあくまでも、今までのリースにつきましては、

物ーのリースということの中での長期契約の条例がございますので、それに基づいて執

行しておりましたけども、このたびは物ーとともに、工事費が伴うものということの中

で、今回は債務負担行為に上げさせていただきました。以降は、これからにつきまして

も、工事を伴うもののリース等については債務負担を行っていくというような考え方の

もとで、今回からそういうふうに設定をさせていただいたということで、御理解をいた

だきたいと思います。

○議長（安部 重助君） よろしいですか。

ほかはございませんか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） 澤田です。済みません。歳入のところで聞き忘れたので

少し教えてほしいことがあります。現在、新型コロナウイルスの感染症の対策の関係で、

令和元年分の所得税の確定申告の期間を３月中ごろから１カ月延ばすと、申告期間を延

ばすというふうに言われています。皆さん御存じのとおり、町県民税の当初課税は６月

が第１期の課税になるわけなんですけども、町税確保という部分で、この確定申告の期
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間が１カ月延びることによって、６月の当初課税への影響というか、そういうものがな

いのか、その辺をお聞かせいただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 和田税務課長。

○税務課長兼滞納整理特命参事（和田 正治君） 税務課、和田でございます。先ほど澤

田議員申されましたように、国税庁のほうから、確定申告につきまして、所得税、消費

税もそうなんですけれども、納期限と、それから申告の延長がされたと、４月１６日で

打ち出されたわけですけれども、そうした中で、今現在も税務署ともやりとりをしてい

るわけなんですけれども、そうした中で、実際に、まず、この確定申告につきましては、

都市部においては住民税の申告受け付けのみを行っておるのが現状でございます。今現

在、所得税とあわせて申告の受け付けを行っておるのは町のみになっております。そう

した中で行っておるわけなんですけれども、我々、町の職員の中で受け付けをする中で、

その中には、都市部とは違いますので、固定資産税の担当、軽自動車税の担当、国保税

の担当、介護保険料の担当、それぞれおるわけです。それぞれの業務がこれから年度初

めを迎えるに当たって、今、準備を行っておる最中でございまして、そういった中で、

どうしても実務上このまま同じように受け付けの延長をするというのは非常に困難であ

るということを思っております。そうした中で、近隣町であります市川、福崎とも打ち

合わせをさせていただきながら、延長はしないという方向で考えているところです。

住民さんへの周知につきましては、今後行っていくわけなんですけれども、有線等を

利用しまして、今、毎日、本日の確定申告についてはどこそこですという放送をさせて

いただいておるんですけれども、それとあわせて、当町におけます所得税の申告の受け

付けは３月１６日をもって終了にするといったような形で周知をさせていただきたいと

思います。

住民税の部分につきましては、先ほど澤田議員も申されましたように、特に個人住民

税の特別徴収につきましては、５月に事業所のほうへ発送するという関係もございまし

て、このまま納期限を延長しますと非常にふぐあいが生じてくると、当初賦課ができな

いという状況になってまいります。そうしたことから、これにつきましても郡内あわせ

て延長しないという方向で話を今進めております。

そうした中で、それでは、今後、税務署のほうで３月１６日以降に申告をされたりと

かされた中で、どう対処していくんだという部分につきましては、更正であったりとか

という形でさせていただくしか方法がないのかなと。その部分につきましても実務上、

非常に煩雑にはなるんですけれども、いたし方ないなというところで、対処をさせてい

ただきたいと考えておるところでございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結します。

以上で第２１号議案に対する質疑を終結します。
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ここでお諮りします。本議案については、委員会条例第６条の規定により、１０名の

委員で構成する予算特別委員会を設置し、審査を付託したいと思いますが、これに御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２１号議案は、予算特別委員会を設

置し、審査を付託することに決定しました。

ただいま設置しました予算特別委員会の委員の選任を行います。

選任については、議会運営基準第１２０条の規定によって、議長から指名します。

納良幸議員、三谷克巳議員、澤田俊一議員、小寺俊輔議員、吉岡嘉宏議員、小島義

次議員、藤森正晴議員、藤原裕和議員、栗原 哉議員、藤原日順議員、以上１０名を指

名します。

お諮りします。ただいま指名しました１０名を予算特別委員会の委員に選任すること

に御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、議長指名の１０名を予算特別委員会の

委員に選任することに決定しました。

なお、特別委員会の委員長、副委員長は、委員会条例第９条第２項の規定によって、

委員会で互選をしていただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。

ここで暫時休憩いたします。再開を１５時５分といたします。

午後２時３８分休憩

午後３時０５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

休憩中に予算特別委員会が開催され、正副委員長の互選がされておりますので報告い

たします。

委員長に藤原日順議員、副委員長に三谷克巳議員がそれぞれ互選されましたので報告

します。

日程に戻ります。

・ ・

日程第２２ 第２２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２２、第２２号議案、令和２年度神河町介護療育支援事

業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。質疑、特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い
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ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２２号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２３ 第２３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２３、第２３号議案、令和２年度神河町国民健康保険事

業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。質疑というよりもお願いなんですけれ

ども、昨年も思ってよう言わなんだんですけども、予算説明資料を見ますと、歳出につ

いてはほぼこの予算書と同じような様式で、歳出については細かい積算というのがある

んですけども、この国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業に共通して

なんですけれども、提案説明の中で担当課長さんが、歳入の額の中で、その額が出てく

る基準額ですとか、それの何パーとか何分の１とかという説明をるるされるんですけれ

ども、予算説明資料を見ても歳入の根拠というのが全然わからないんですね。記載がな

いんです。上下水道事業の特別会計を見ると、水の使用量ですとか、そういう歳入が出

てきた根拠というのが明記してあるんですけれども、どうも私、この３つの会計聞いて

て、歳入のこの額が出てきた根拠が聞き取れないというか、メモできない状況がござい

まして、私だけかもしれませんが、もし準備できるのであれば、予算特別までに、もう

ずっと箇条書きで結構ですので、そういうものを準備していただけないかなと思うんで

すけどもいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 木住民生活課長。

○住民生活課長（ ○ 浩君） 住民生活課、 木でございます。澤田議員がおっしゃ

ってます歳入の根拠につきまして、特別委員会におきまして提出をしたいと思います。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） 桐月健康福祉課長。

○健康福祉課長（桐月 俊彦君） 同じく介護保険会計におきましても、わかりやすい説

明書もしくは表で表示をさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２３号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２４ 第２４号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２４、第２４号議案、令和２年度神河町後期高齢者医療

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２４号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２５ 第２５号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２５、第２５号議案、令和２年度神河町介護保険事業特

別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２５号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２６ 第２６号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２６、第２６号議案、令和２年度神河町土地開発事業特

別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２６号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２７ 第２７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２７、第２７号議案、令和２年度神河町訪問看護事業特

別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２７号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２８ 第２８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２８、第２８号議案、令和２年度神河町産業廃棄物処理

事業特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。お聞きしたいのが、歳出の部分でのシ

ステム改修委託料の６１９万 ０００円についてお聞きします。

これは説明のときにトラックスケール等々のいわゆる計量システムの改修というふう

にお聞きしたんですけれども、先ほど三谷議員の質問で、一体いつまでできるんだとい

うので、残り２年と、 ０００立たしか入らないという中で、なぜ今、計量システムを

改修する必要があるのかなと。それはもしかしたら延命されて、２年が５年になるのか

１０年になるのかわからないですけども、現時点ではもうマックス２年しか稼働しない

施設になぜこの６００万円ものお金をつぎ込むのかという説明があればお願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。おっしゃい

ますとおり、残容量からいいまして、あと２年程度で満杯になるということでございま

して、そういう意味で、この時期にこれを改修する必要があるのかという御指摘でござ

いますけども、おっしゃることはよく私も理解はできるところでございます。何分、残

土処分場で使用しているトラックスケール、それから重量を計量する設備、これがあの

施設が始まって以来ずっと使用しているものでございまして、年数でいいますともう２

０年を経過しているところでございます。業者の話をうのみにするわけではないんです
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けども、ここまで長く使えているのが奇跡的な状況で、いつ故障してもおかしくないし、

機械が古いので修理もきかない状態ですということは言われております。そういった状

況で、更新はしたいというふうに思っておりますけども、後のあそこの施設がいつまで

使えるかという問題もございます。一応我々といたしましては、できる限りの延命をし

たいというふうに考えておりまして、それを見越しての改修ということで、今回予算を

上げさせていただいております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。何年前か、ちょっとそこまではっきり

とは覚えてないんですけど、数年前にたしかこのトラックスケールから計量のモニター

等々に引っ張るケーブル交換やらモニター交換とかをされたと思います。ちょっと私も

はっきりとは覚えてないんですけど、金額も結構な金額をかけて改修というか、修産を

されたんです。本当に今現状で動かないのであれば仕方ないかなとも思うんですけども、

業者さんが改修とりあえずしないとだめですよいう、信じたい気持ちもわかるんですけ

れども、何も本当に２年動くか動かないかまだ全くわからない施設なので、すぐに予算

を執行するとかいうふうにやられるのではなくて、できるだけ、２年後以降のことをし

っかり考えられてからの適切な予算執行をぜひお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いします。

○議長（安部 重助君） 住民生活課、平岡防災特命参事。

○住民生活課参事兼防災特命参事（平岡 民雄君） 住民生活課、平岡です。ありがとう

ございます。御提言、しっかり受けとめさせていただきまして、更新につきましては慎

重に対応させていただきたいというふうに考えます。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２８号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第２９ 第２９号議案

○議長（安部 重助君） 日程第２９、第２９号議案、令和２年度神河町寺前地区振興基

金特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。
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ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第２９号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３０ 第３０号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３０、第３０号議案、令和２年度神河町長谷地区振興基

金特別会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３０号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３１ 第３１号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３１、第３１号議案、令和２年度神河町水道事業会計予

算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３１号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３２ 第３２号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３２、第３２号議案、令和２年度神河町下水道事業会計

予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。
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ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３２号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。

・ ・

日程第３３ 第３３号議案

○議長（安部 重助君） 日程第３３、第３３号議案、令和２年度公立神崎総合病院事業

会計予算を議題とします。

本議案に対する質疑に入ります。

小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。予算書の１ページ目のことで少しお尋

ねします。

今回、予算編成されるに当たって、いわゆる想定患者数とかを業務の予定量というと

ころで書かれているわけですけども、令和２年度の１日平均患者数で入院が１２⒉４人

で予算編成をされていると思うんです。実質、済みません、私、きょうしっかり計算し

てきてないんですけど、恐らく令和元年度は平均ですると１００人前後の入院患者だっ

たのではないかなと思っております。そういった中で、この１２２人もの人数で予算編

成をされることになった意図といいますか、私、個人的にはすごい甘い予算を組んでい

らっしゃるのではないかなと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。予算における患者数のところでございますが、繰入金の話にな

りますが、当初、３億 ０００万という繰入金を予算化させていただいているところで

ございます。そういった部分で、残り⒈４億というところの繰り入れにつきましては、

来年度入りまして、どこかで補正をしていただくという予定にはなってはいるんですが、

そういった部分で、費用、そして収入、その辺を見る中で、できるだけ費用を抑えてい

くというところで、その辺の努力は当然必要かと思います。今現在予算化しています費

用に合う収入といいますと、やはり議員おっしゃるとおり、１２⒉４人、入院収益の分

について１２⒉４というのは、目標を１２０というところにいたしておりますが、多少

多い見込みで予算化はさせていただいております。これも目標というところで、少し大

きくというところではないんですが、この⒈４億というところも頭にあるわけなんです

が、できるだけこの数字に近づけていかないと逆に費用が賄えないというところで、病

院職員全体にもやはりこういった数値的なものは示していきたいというところで、少し

大きく患者数を入れている状況でございます。

正直申し上げまして、本当に厳しい数字でございます。令和元年度の予算におきまし
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ても厳しい数字の結果が今回補正で２億という、追加というところの結果になってしま

っているんですが、令和２年度におきましてもそういったことがないように、この３月

の補正で２億というもの、大きな補正を上げるというところがないように努力してまい

りたいというところで、収入、入院収益におけます１２⒉４人という数字につきまして、

御理解いただけたらなというふうに思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小寺議員。

○議員（４番 小寺 俊輔君） ４番、小寺です。理解はしているつもりなんです。当然

繰入金ありきで、この繰入金でやりくりするためにはこの人数をさばかないと成り立た

ないというところからやられたんだろうと思っているんですけれども、本来のいわゆる

企業の予算というのは、本当に見込みをこんだけで、こんだけやから、じゃあ次、何を

削れるんだというところを考えて、そしたらもう経費を削っていくしかないじゃないか

という話になっての予算だと思うんです。本来の予算のあり方というのはね。だから、

これをできもしない予算とかいうわけでもないんですけども、絵に描いた餅にならない

ようにしっかりしていただいて、できれば補正で以降の繰入金はないようにするために

はどうすればいいのかというのを、本当、今でも真剣にずっと話し合いされているのは

よくわかっているんですけれども、何分、私、個人的にはもう全然スピード感が足りて

ないので、もう少し、それはもう危機感もよく持っていらっしゃるんですけど、まだま

だ、私、個人的には全然足りてないと思ってます。ですからもっと危機感を持って、も

っとスピード感を持って経営体質の改善、経営だけではないんですけど、当然医者、看

護師さんも、皆さんの意識改革も当然必要ですし、ただ、もう本当に神河町はそんなに

も裕福な町ではないということをしっかり理解していただいて、当然理解されていると

思いますけども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原事務長。

○病院事務長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。小寺議員おっしゃるとおりで

ございまして、院長も病院一丸となって経営改革に取り組むということで文書を院内全

員に発送いたしまして、意識改革、それで経営の危機だということも院内してまいりま

して、そのかいといいますか、１月から１２０に近い数字が続いております。そのよう

な中で、このたびの新型コロナでどうなるかという、ちょっと危惧しているところでご

ざいますけども、今後も職員一丸となって経営改善に取り組んでまいりたいと思います。

以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

納議員。

○議員（１番 納 良幸君） 看護師さんの夜勤手当やったかな、看護師等と書いてあ

ったのは、そのときにちらっと三谷議員に聞いとったんやけど、先生が夜勤の場合はレ

ントゲン技師とか何とか技師とかは要らない。というのが、先生はレントゲンとかそう

いう資格も全部持っておられるんやけど、そういう者の夜勤等がない、発生するんじゃ
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ないかなという単純な気持ちで考えておりますので、その点はどうなのかと。

それと、病院のことに関して、厳しい方向で皆さん話されますけれども、県から神河

町に縁のあるお医者さんが１人来られるということなんですけど、その方は何科を担当

されるのかお聞きします。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原事務長。

○病院事務長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。まず、夜間勤務手当の件でご

ざいますけども、基本的には現在のところ看護師のみでございまして、医師につきまし

ては宿直ということで、勤務でないという扱いにしております。ですので、その他の職

員、もし医師以外の者を呼び出した場合は超過勤務ということになっております。これ

は労働基準法なり、そのとおりの扱いで運用をいたしているところでございます。

それと、４月から新しく来られる医師ですけども、今の県の派遣の分につきましては、

内科・総合診療というくくりの中で来ていただくということになっております。まだ詳

細については、内部でどう扱うかということはまだ決まっておりませんけども、内科・

総合診療という枠の中で来ていただくということになっております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 納議員。

○議員（１番 納 良幸君） 内科・総合医というのは、鈴木先生いうんかいな、大阪

医科大学の来ていただきよる、講座を持っていただいておる先生と同じ内容ですか。そ

れはあれが全然違うですけど、どないいうんですか、経験値が全然違うでしょうけど、

そういうことも診れる先生ですか。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原事務長。

○病院事務長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。今度来ていただく先生につき

ましては、前期派遣ということでございまして、医師免許を取られて２年間の初期研修、

前期研修と呼ばれてますけど、それが終わられて、今度、研修でなく派遣の１年目とい

うことでございまして、コースとしては内科・総合診療ということでございますけども、

まだこれから経験を積まれるという方でございます。それで、実際は、内科で所属を見

るのか、総合診療でしたら先ほどおっしゃるとおり鈴木先生の系統と同じところですけ

ども、内科に重きを置くのか、ちょっとそこら辺がまだ決めてないような状況でござい

ます。申しわけございません。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。３７ページの真ん中あたりでＣＴ保守

料、ＭＲＩ保守料というのが １００万とか５００万とか出てますが、非常に高い保守

料になっております。これは前見学させていただいたときに、非常に効率のよい、高価

ないうんですか、患者さんにも負担の少ない、非常に最新式の機器であるということを

お聞きしましたけども、今までの使用回数というか、使用率といいますか、そのような

ものはもうわかっているでしょうか。
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○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。平成３０年度の実績というところになりますが、エックス線の

件数ということで、３万 ２５０……。申しわけございません。ＣＴ件数は １６９件、 

１日にしますと１３件、平均で１日１３件ということでございます。ＭＲＩ件数につき

ましては ２０３件、１日にしますと ⒋９件ということになります。３０年度の実績で

ございますので、今現在、令和元年に入りまして、この件数も若干ふえている状況でご

ざいます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ありがとうございます。

これは回数がふえればふえるほど保守料というのは変わってくるんでしょうかいうこ

とですけど。使用回数がふえれば保守料も高くなるかということです。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原総務課長。

○病院総務課長兼施設課長兼企業出納員兼経営強化特命参事（藤原 広行君） 病院総務

課、藤原でございます。回数云々に関係なく、年間の契約というところでこの保守の契

約を結んでおります。回数には関係ございません。

○議長（安部 重助君） 小島議員。

○議員（６番 小島 義次君） ６番、小島です。ということは、これをたくさん稼働す

ればするほど、いわゆる使用料、患者さんがその器械を使ったというあれ、ありますね、

料金が。それがふえてくるいうことにつながってくるんじゃないかなと思うんですけど

も、これから先、令和２年度について、どのぐらいの見込みをされるのか。それともで

きるだけたくさんよい器械を使って、早く診察して、早期に治療するとか、そういう方

向にはなると思うんですけども、そういうところでの取り組みはいかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 病院、藤原事務長。

○病院事務長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。現在、ＣＴ、ＭＲＩにつきま

しては、予算上はほぼ今年度並みでございますけども、来年度からＣＴを使いまして、

脂肪を測定するような人間ドックのオプションをつくったりとか、できるだけＣＴの稼

働を上げるように検討をしているところでございます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、質疑がないようでございますので、質疑を終結します。

ここでお諮りします。本議案については、予算特別委員会に審査を付託したいと思い

ますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認め、第３３号議案は、予算特別委員会に審

査を付託することに決定しました。
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・ ・

日程第３４ 承認第１号

○議長（安部 重助君） 日程第３４、承認第１号、第２期神河町人口ビジョン及び第２

期神河町地域創生総合戦略の策定の件を議題とします。

承認第１号に対する質疑に入ります。

吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。ページ数でいうと２１ページお願いし

ます。地域創生総合戦略のほうの２１ページ。大分めくっていただいて、基本目標１、

豊かな自然を生かし、安定した仕事を創造すると、その中で主なアクションプランがあ

って、創業促進事業をやりますよと、取り組みの方向性の中で、新規創業の支援による

新創業の創造、そしてその次の行からリーダー、キーマンとなる企業人の発掘、誘致を

進めますというふうにありますけども、これ、具体的にどんなことをイメージされとる

んかお尋ねします。

○議長（安部 重助君） 真弓ひと・まち・みらい課特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。吉岡議員の御質問にお答えいたします。

２６ページ目をごらんいただきたいと思います。これの特に御指摘の部分につきまし

ては、４番目でございます。キーマンとなる人材の誘致、テレワーク、サテライトオフ

ィスなどの誘致ということでございまして、具体的に言いますと、特に企業誘致とか、

いろいろ進めるわけなんですけども、なかなか地元に定着をいただくような方の、一家

を背負うような方の仕事につながっていかないというふうな指摘が戦略会議の中でもご

ざいます。また、若い方が定着するために、特に若い女性の高学歴化といいますか、学

歴を、キャリアを生かせるような職場がないということが転出が多くなってしまう原因

としてあるんじゃないかというふうな御指摘もいただいておりまして、そういうところ

で、大手の企業を誘致するのではなくて、もう少し小規模な形での、何ていいますか、

個人、そういうふうな意欲のある方の、そういう意欲が生かせられるような形での、そ

ういう方を、キーマンとしてなるような人を誘致するといいますか、そういうふうなこ

とができないかなというふうなことで、まだ具体的にこうやっていくというのは特に決

まってないんですけども、今から模索しながら進んでいくということになろうかと思い

ます。基本的には、戦略会議というものを持っておりますので、戦略会議の委員の方等

にもいろいろと御相談しながら、何かいい手だてがないかというふうなことも相談しな

がら進めていくことになろうかと思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ５番、吉岡です。大体わかったんですけども、総務文教

委員会で、これ総務課のつくった資料の中で、岡山県の西粟倉村の取り組み、これ百年

の森構想いうんですけども、いっぱい生えている、神河町も一緒ですけど、杉、ヒノキ
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の有効活用を町と森林組合と新会社で取り組んで、財源はクラウドファンディング、イ

ンターネットで資金を募ると、これがネットで調べたら ０００万から集まったと、こ

のお金で森林組合の木を切る機械を買うたと、そういう中で、木材を加工して、また空

き校舎を使って店舗を呼んだりいうようなことをやったということで、これは総務課の

資料で読み込みました。やっぱり地方創生ということで、我々中山間の小規模人口のと

ころが思い切ったことをしようとしたら、やっぱりこういう先進地ですね、西粟倉村は

もう ０００人ぐらいしかおってないちっちゃな町なんですけども、やろうと思えばや

っとってやというとこであります。それも総務課の資料をもとにネットでも見たんです

けど、その一番もとになるんが地方創生のプロ、マネジャーみたいな人ですね、それを

外部から呼んできて、それで人から人を呼び込んだと、コネとか縁の問題ですけども、

そういったふうにあります。

町職員で今言うたようなプロの役割をやれって言われても、もういっぱい仕事あるん

で、ひと・まち・みらい課も守備範囲広いので、専任でそのプロになれって言われても、

僕はもう無理や思うんですね。そういうようなことで、外からそういった地方創生のプ

ロを招聘したらどうかな思うんですけども、その辺、執行部、どうでしょうか。そした

ら、副町長、どうでしょうか。

○議長（安部 重助君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。今、御質問いただいた中身なんです。総務課のほ

うが西粟倉を見に行って、こういう展開であったと、すばらしい取り組みであるという

ことであります。今御指摘のとおり、職員には限りがありますので、そういう能力を持

った外の人材というのは大いに生かしたいとは思っているんですが、今の段階でどのよ

うに仕込んでいくかというところまでちょっとお話しできないので、御意見としてしっ

かりと受けとめさせていただきます。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） 吉岡議員。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） ことしの予算で補正組んでやれまで私言いませんので、

ここ二、三年ぐらいのスパンで考えていただいて、真の意味の地方創生ということで取

り組みをしてほしいなと思います。

関連で引き続き質問していいですか。

○議長（安部 重助君） どうぞ。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） そしたら、それで２１ページ終わります。

次、２３ページの質問、基本目標３、希望を持って結婚、出産、子育てできる社会を

実現するというとこでございます。本当にきょうもいろんな議論の中で、神河町が頑張

っているという話もあった中で、４番の希望の持てる出産・子育て環境づくり、これを

しっかりやることによって、４４人、４６人ショックがありましたね。平成２５年、平

成２６年で４６人しか生まれんかった。次の年は４４人しか生まれんかった。これを７

０人以上に持っていったんは、この４番をしっかりやったからです。これは間違いござ
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いません。この計画にものっとんですけども、ところがそれがまた５０人前後になっち

ゃったと。これはもう事実、書いてあるんですけども、そこで私がちょっと思うという

か、ちょっと一般質問的で申しわけないんですけども、この希望の持てる出産・子育て

環境づくりで、若者世帯向け家賃補助制度ありますね。家賃４万超える部分を２万補助、

簡単に言うと、もう一つは、若者世帯住宅取得支援事業、これは家を建てたらマックス

１９０万円の補助をすると、すばらしいと思うとんですよ。ところが、さっき言ったよ

うに、７０人ぐらいで生まれよったんが５０人ぐらいにまた減ってしもうたと。で、よ

そも、似たようなことをほかの自治体もやっておられるので、やっぱりこれは、僕の思

うとることなんですけども、今言うたように家賃補助、最大２万補助、これ倍の４万、

また、若者住宅取得事業、今１９０万ですけど、これを倍の３８０にするとか、こうい

う議論をこの計画つくるとこになかったでしょうか。どうやったでしょうか。

○議長（安部 重助君） 吉岡議員、これ３回目になりますので、もうほかの、ないです

か。

○議員（５番 吉岡 嘉宏君） これで終わります。

○議長（安部 重助君） 真弓ひと・まち・みらい課特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。ありがとうございます。若者世帯向けの家賃補助、

そしてこの家賃補助で神河町にお越しいただいた方がそのまま町内に家を建てられると

いうことで、非常にいい循環ができているこの若者世帯向けの家賃補助、これは町外だ

けじゃなくて、もちろん町内からも、半分以上は町内の在住されている方に御利用いた

だいているということです。そして、外から来られた方につきましても、半分は町内か

ら出られた方がＵターンで帰ってきていただいているということでして、非常にいい循

環ができていると思っております。

どっちかといいますと、今、この家賃補助施策でありますとか住宅補助施策、効果が

出ていると言いながら、やはりこの財政難の時代ですので、これをまだ半分に減らすと

かいう議論はあったんですけれども、これをふやすという議論につきましては、ちょっ

とまだできてないという状況でございました。以上です。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。吉岡議員と多少重なる部分があろうと

思うんです。私は、アンケート調査のページ数１４を、住民さんのアンケートで満足度、

重要度という、こういう部分を、そのグラフを見とんですけども、前回もアンケートを

とったら大体同しような数値が、こういう部分では不満であるとか、そういうようなこ

とが出て、今回も同しような現象が私は出とると思うんですけども、その点についてと、

若い世代の方に、結局は吉岡議員と重なるんですけども、仕事がないもんと、こういう

ような、ぽっと返ってくるんですね。確かに役場とか、そういう公務員関係で勤められ
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る方はなんなんですけれども、なかなかここの、福崎辺まで出たらという、そういう分

もあるんですけども、何か都会に出よう出ようとする方が多いですね。

私ごとにはなるんですけども、私の息子たちも実は出とんですけど、いずれはこっち

に帰ってきてもらわんとしゃあないんですけども、そうなったときに、都会でしておる

仕事を全部もうやめてここへ帰ってこんとあかんのですね。そうしたときに、もちろん

生活をしていかんとあかんと。嫁さんとか子供がおったらですね。家庭を持って帰って

くる、そういう方を受け入れんことには転出ゼロ、転出、転入の関係も大いにあるんで

すね。そこら辺をひと・まち・みらい課が、こういう一旦出たＵターン者を受け入れる

んやというような仕事のサポート、これがぜひとも力を入れていただきたい。企業誘致

も含めてですね。いつも、何十年前もです。大河内の時分からでも確かに企業誘致が、

若者が働ける場を何とか確保してくれということが、もう何十年、ここ続いておると思

うんですね。そういうことと、１８ページに網かけがしてあります重要度の安心して子

供が出産できるとか、子育てできるとか、住みたくなるとか、企業誘致とか、就労の機

会とか、こういう部分は常にアンケートの上位を占めとる部分やと思うんです。何回ア

ンケートをしても。そういうとこで、的確にやっぱり担当課、先進事例もそれはよく勉

強していただいて、取り入れて、何とかこういう部分の方を引き込むんやというような

ことをしていただきたい。これが一番の思いでございます。その点について、担当課と、

出生数なんかの関係もあるんですけど、町長の今回の総合戦略の計画書のこの部分ので

きばえ等も含めて、今後の取り組み方も含めてお答え願いたいと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 真弓ひと・まち・みらい課特命参事。

○ひと・まち・みらい課参事兼アグリイノベーション特命参事（真弓 憲吾君） ひと・

まち・みらい課、真弓でございます。藤原議員の御質問にお答えいたします。

議員御指摘のとおりでございまして、本当にこの戦略の１８ページの網かけの第２象

限にありますこの部分につきましては、一番重要な部分になってくるということだと思

っております。この間、いろいろと仕事づくりということで、企業誘致等も進めてきて

いるわけですけれども、神河町、本当にお越しいただく企業の方といろいろ話をする中

でも、やはり人が、労働力があるかどうか、それだけの人が集まるかどうかということ

と、一番大きいのが、立地できる用地があるかないかというのが一番大きな課題として

あります。特に今回、令和２年度で土地利用計画を見直すということで、農振の見直し

と同時に予算を上げさせていただいております。こういうふうな部分も含めまして、何

とか企業が立地できる用地をいかに生み出していくかというふうなことも必要な部分か

なということもありますし、また、企業が来られたとしまして、やはり一番問題になり

ますのが、水の問題でありますとか、交通の問題でありますとか、職場ができなあかん

ということなんですけども、実際できてみると交通量が物すごいふえて、いろんな苦情

も殺到しているというふうな、そういう事態も出てきておりまして、大きな企業を呼ん

だらいいんですけども、なかなかそれが、呼んだは、すぐに雇用につながらないとか、
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いろんなことが問題としてあるのは事実でございます。

そういう中にあって、先ほどもありましたような、例えばもう少し小規模な形での人

が人を呼ぶというふうな、そういうふうな形でのキャリアをいかに生かしていただくか

というふうなことも含めながら、いろんな形で何とか町内の仕事づくりを進めていきた

いというふうに考えております。またいろいろと御協力をいただくこともあるかもしれ

ませんけども、何とかよろしくお願いします。以上です。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） このたび策定をさせていただきました第２期神河町の人口ビジ

ョン、あわせて地域創生総合戦略についてでございます。

この総合戦略につきましては、冒頭にこの策定についていうことで文章表現をさせて

いただいておりますので、これが全てではあるというふうに考えておりますし、この総

合戦略の策定委員会の中で議論していただいてつくり上げたものであります。現時点で

の神河町として向こう５年間の計画を上げさせていただきました。

その中で、本日、藤原裕和議員、そしてまた吉岡議員のほうからも御意見いただきま

したが、さらに若者定住政策についての強力な新たな戦略というものはないのかという

ところでいきますと、結論から言えば、これまでの事業の継続というところがまず基本

にございます。

その前に言っておかなければいけないのは、令和２年度の一般会計の規模でございま

す。神河町が取り組まなければいけないこと、それは、この予算規模を縮小していかな

ければいけないというのが実は一方であるわけでございまして、その一方で、総合戦略、

地域創生に取り組む中において、国においてはさまざまな地方創生の交付金メニューが

用意されている。さらに神河町は辺地対策事業であったり過疎対策事業であったり、神

河町で自の、ほかの自治体にはないで自の、そしてまた有利な事業を活用できるという、

それを言えばアクセル踏みながら、一方ではブレーキも踏まなければいけない、そうい

った非常に矛盾した部分もあるのは事実でございます。

その中で、やはり一番考えなければいけないのは、生産年齢人口をいかに確保するか

ということが私は極めて重要だと。そう考えますと、やはり若者定住政策の中から子供

の出生数をいかに維持していくかというところが問われるといいますか、ここを強化し

なければいけないと私自身考えております。なかなか８０人には届かないということで

ございますが、過去において７０人を超えたというのは、やはり住宅政策に取り組んだ

成果ということでありますから、今後、その辺を再度総括しながら、強化をする方法と

いうのは何があるかいうところはやらなければいけないというふうに考えているところ

でございます。

また、企業誘致のところがもう必ず出てくるわけでございますし、神河町も企業誘致

についてはこれまでも取り組んできましたし、これからもやります。しかし、真弓特命

参事が申し上げたように、神河町の平地が極めて少ない。そういった中に企業誘致する
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にしてもなかなか企業が求める面積が確保できないというふうなこともございますし、

それ以前の一つの課題、そして今の経済状況といえば、それぞれ国内のあらゆるメーカ

ー、企業が企業としても国内で工場立地を、建設をして、生産しているわけでございま

すが、ところがそれぞれの部ーはどこで生産しているのかといえば、実は国内というよ

りも海外に頼っている。このたびのコロナウイルスの関係で、中国での工場生産がスト

ップしてしまっている。たちまち自動車産業に影響がと言っておりますが、あらゆるメ

ーカーにおいてその影響が出てきているというふうに考えますと、これもまた新たな課

題かなというふうにも思いながら、一方で、このたびのことを受けて、部ー製造におい

ても国内で幾らかの確保をしなければいけないというような機運はひょっとすると新た

に生まれるかもしれない。そういうふうなところで企業誘致という可能性も出てくるの

かなというふうに考えます。

しかしながら、産業界全体がそういった海外に生産拠点を移す中において、国内で立

地をしても極めて、労働者、マンパワーを確保するというよりも、やはりＡＩ、ロボッ

トというところが設備投資としてあるということでございます。

そう考えますと、これからの人口減少社会における企業というふうに考えたときに、

一つは、高齢化がどんどん進んでいく中でのサービス産業というところは当面の間、維

持できるというか、これからさらに産要が出てくるのではないかなというふうにも考え

ますので、そういった企業の誘致というところは可能性としてあるかなというふうにも

考えるところでございます。

もう一つは、神河町として、２０６０年において目標人口は ０００人程度というと

ころを設定しているんですが、もう今から ０００人は減るということでございます。

そこで考えなければいけないのは、これだけ減っても大丈夫ですよ、神河町は元気に存

続しているんですよという、その青写真をつくっておかなければだめだと、その ００

０人の中にある人口動態、年齢構成的なところもしっかりと考えておかないと、それこ

そ神河町が消滅するということになろうかと思いますので、そういうところをこれから

新たな５年間の中でしっかりと再度考えていきたいというふうに考えております。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ありがとうございます。町長のそういう考え方は、大変

危機感を持ってこれからも取り組んでいただきたいと思います。

山田にあります日本ジェットさんの話になるんですけども、何か地鎮祭か、何か工場

を拡張するというような、議会でもどなたか議員とそういうお話もしたんですね。そう

いう町内企業を育成するんやという部分と、それから、福崎町、これは新聞で載っとっ

たんですけど、東部工業団地の造成工事に５億円かけて、福崎もどんどん企業を立地し

ようという、そういう構えをしてますね。それから、実は隣の、岩屋を越えた多可町の

ほうへたまに私行くんですけれども、あの多可町が結構何か新しい工場が建っているよ

うにも感じるんですけども、行くたんびに何か工場が県道のあたりに建っとる。町を挙
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げて、郡挙げて企業立地をしとるんやなというような思いもするんですね。そういうと

ころでは、神河町は、シングルマザーなんかの関係も、それは何ぼかは効果はあるんで

すけども、やはり一番は働く場所をと、若い方が働く場所を求めとるんで、こういうア

ンケートをしても求めとるんで、そういうところはやっぱり１人でも２人でも職員を、

この企業を守ってでもという、県からのそういう情報もいろいろあろうと思うんですけ

ども、そういうところで、ぜひとも力を入れていただいて、職員を張りつけてでも、ほ

かのことよりも、この企業立地ということに力を入れていただく職員が欲しいんですけ

れども、どうでしょう。そういう考えはないですか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 企業立地を進めていくための専任の職員配置ということでござ

います。それも当然考えなければいけないことだろうと思いますが、先ほどの答弁の中

で一つ言い忘れていたこと、それは、全てを神河町で完結するということは不可能だと

私は思っております。神河町の、どういうんですか、緑豊かな自然、少しゆったりと流

れる時間、そういうふうな中の神河町を１２０％活用したまちづくりを進める中におい

て、働く場所はこの近隣の市町でも十分用意がされているので、そういったＰＲもこれ

からしなければいけないなというふうに思っております。

福崎町も今言われたように新たな工業団地を建設するというふうになっておりますし、

播磨広域連携協議会の中でも昔から物づくりの播磨という中で、姫路市においても働く

場所の確保というのは本当に強力に進めようということであります。神河町も以前から

姫路市においては十分通勤圏内ということでありましたので、そういった環境をさらに

強化するというか、充実させていく。そのためにはアクセスのよさをさらに改善しなけ

ればいけないいうふうなところを神河町として取り組まなければいけないなというふう

に考えております。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷でございます。１点、考え方を教えてもらい

たいと思います。

地域創生、確かに人口が一つの大きなキーポイントになります。その中で、先ほど町

長も言われたように、生産労働人口、これをふやすことによって経済活動が盛んになり

ますので、それによって地域創生ができると私は思ってますので、人口をふやす手法に

ついては、今、それぞれ両議員からも出てた、また執行部からの答弁もあった内容で、

それぞれみんなで協力して進めていかなあかんとは思うんですが、一方では、やっぱり

神河町の現実があると思うんです。

具体的に言いますと、この計画書の２４ページの中で、安心して過ごせる、豊かな暮

らしを創造するという、この基本目標の中で、地域協議会の設置という計画が上げられ

ております。町運営というんですか、今、各集落がやはりその基礎の団体になるんです
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が、神河町の現実を見てみますと、世帯数でいうと１０戸ぐらいの小さい集落もありま

す。そして大きいところでは３５０ほどですか、また、人口にしましたら２０人そこそ

この集落があると思えば、９５０人近い集落があると、非常に神河町自身の中でもそう

いう集落のアンバランスがある中で、それぞれ地域の中での支え合いをしていかなけれ

ば集落運営ができないという状況も目の前に迫っていると思うんですね。そういう中で、

地域協議会という、説明の中ではブロック単位というような分のことも考えられますと

いうような説明がありましたので、この辺をどのような方法で考えられているのかなと

いう部分と、何か組織ばかりつくるという形の中で、それで終わってしまわへんかなと

思うんです。いうのは、今回、地域包括ケアのシステムの中で、生活協議体ですか、そ

のようなのがあれば、集落支援員もあります。それとまた今回の予算の中では県から地

域再生協働委員ですか、集落というんですか、地域の運営に係るいろんな役割を担う人、

そういうような人をつくっていく中で、何か組織ばかりじゃなくして、きちっとした一

つの線の中でまとめていくという方向性が私は必要やと思うんですが、その辺の考え方

を１点お尋ねしたいのと、地域の実情にマッチしたそういう手段というか手法を考えて

いこうと思えば、やはり地域に精通した人が１人要ると思うんですね。そういう中で、

以前もこれ言うたんですが、こういう協議会設置、またブロックごとに協議会を設置す

る中で、先ほど吉岡議員の職員の配置というような話がありましたが、やっぱりそうい

う分の中での職員の配置というんですか、専門じゃなくして、そこに参画していただく

ような分、それが集落支援員やと言われたらそれまでなんですけど、やはりそういう分

での地域協議会という分の、本当に現実問題を解決していくための協議会の設置という

分を、絶対必要やと思うんですけど、その辺は具体的にどう考えておられるんかないう

のを１点お尋ねしたいんです。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 総務課、日和でございます。三谷議員の御質問につきまし

ては、これまでの一般質問の中でもいただいて、その際に私自身も地域協議会というこ

とに触れまして、そしてブロック単位、そしてまた旧村単位といったようなことが考え

られるということは申し上げました。その中で１点、ここだけは確認をしたいなという

点がございます。それは、行政が枠をつくるということではありません。あくまで実態

に応じた中で、一つの枠組みとして考えられるというところでお示しをしているという

ところでございます。ですから、例えば長谷のケースでいいますと、長谷地区が一つに

なって、長谷駅の維持、活性化ということも含めて長谷地区の振興を考えられている実

態があるから、そこをまず成功事例をつくっていきたい、地域の人たちが中心になって

まちづくりを進める、そういう組織に発展していけばいいなというところで、長谷地域

に集落支援員を置いて進めているというところであります。

そして、今回、区長会のほうでも御提案をさせていただいて、令和２年度の集落別町

長懇談会につきましても、ブロック別、いわゆる行政７ブロックでとりあえず実施をさ
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せてくださいというお願いをしました。この内容につきましては、それぞれ各区で抱え

られている御事情、課題、困り事等も含めて、そういったものを持ち寄る中で、行政が

今直面している課題との共有といいますか、そういうところをしっかりとしていきなが

ら、次につなげていく、そういうことを前提として考えております。

したがいまして、枠組みをもって進めるという考え方は毛頭しておりません。現在の

行政ブロックの中で、しかも区の三役を中心に集まっていただいて、そして町長以下、

町三役中心に、膝を交えて少し時間をかけて話をすることによって、さらに次の取り組

むべき方向が見えてくるのではないかというところでの思いでございます。そのことと

この地域協議会の設置ということについては、将来的な目標値ということで定めており

ますので、あくまで現状といいますか、実態を踏まえて、その実態の中で、地域の思い

も含めて一緒に取り組んでいくという思いであることをまずお伝えをさせていただきた

いと思います。多分思いの部分においては、三谷議員、そしてこの地域創生の戦略の作

成部署含めて、同じ思いで方向を向いているのではないかなというふうには思っており

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（２番 三谷 克巳君） ２番、三谷です。先ほど総務課長が行政が抱えている課

題という話がありましたが、できたら反対にしてほしいんです。各地域が抱えている課

題を中心に、それぞれ協議会をつくっていくと、そのことによってより効果的というん

ですか、親密な目標ができて、事の成就ができていくんじゃないかと思うので、確かに

今の段階では具体的な分がないですけど、ことしの町長懇談会の中での第一歩目で、今

後このようなことが考えられてくるのかなというような理解はしたんですけど、できま

したら各集落が抱えている、切迫した課題がたくさんありますので、その分をやっぱり

きっちりと押さえる中で、今後どうしていくかという話だけの取り組みをお願いしたい

と思うんです。

○議長（安部 重助君） 日和総務課長。

○総務課長（日和 哲朗君） 日和です。ありがとうございます。私の伝え方が少しまず

かったというふうに反省をいたしますけれども、まずは集落の抱える課題、その課題を

しっかりと受けとめるということをこの会の趣旨というふうにしております。その中で、

ブロックでまずは話し合ってほしいというようなお話もさせていただいたんですが、い

やいや、ブロックで話しするまでに、各区だけでもかなりの課題があるよと、要望もあ

るというようなお話でございましたので、そういった部分を事前に総務課のほうに提出

をしていただいて、そしてそれを一つの集約した形にさせていただいたものをもって、

事前に回答等について準備できるものについては回答をさせていただく。そしてまた、

その懇談会の中でさらに深めていく必要がある部分については深めていって、方向性が

示されるのであれば、そのように進めていくといったことを一番の目的として進めてお

りますので、そういう点で御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま
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す。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。三谷議員の質問に関連してなんですけ

れども、私、この計画が人口ビジョンとセットになった地域創生戦略ですので、どうし

ても人口をふやしていこう、減るのを少なくしていこうという視点で目標値についても

定められているように思うんですけども、私は、今、集落の維持、集落の課題を解決す

るという視点ですれば、９月の定例会で私が一般質問いたしました、定住ではないけれ

ども、近隣に住んでおって、その集落を維持していただいている大きな力があると思う

んですね。そういう視点も含めて、今からの村づくり、地域づくり、そういう視点もあ

るという、今も既にそういう力があるということは十分に認識をしていただいて、地域

の課題、今から持続可能な地域をつくっていくためには、そういう方々の力というのは

物すごく大きいと思いますので、町長は、そういう思いもわかるけども、それに加えて

定住人口、関係から定住をふやしていくんやというふうにあのときにおっしゃったと思

いますけれども、やはり既にそういう力になっていただいている方々があるということ

だけは、今からいろんな事業を進めていただく中で位置づけをしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 昨年９月議会での一般質問、関係人口について、澤田議員のほ

うから質問もいただきました。私も考え方は、関係人口をこれからはいかにふやしてい

くかという、そこが町が元気になる、そして定住もさらに促進できるというふうに申し

上げたところでございます。

ことしのといいますか、令和２年度の冒頭の所信の中でもことしについては関係人口

というところをしっかりとうたって今後進めていくというふうにしておりますし、この

間、例えば総合戦略の委員の中にももう既に以前から、神河町民ではございませんが、

いろんな角度でアドバイスとか助言をいただいている方々もたくさんいらっしゃいます。

今後もそういう方々に協力いただきながら進めていきたいというふうに考えております。

○議長（安部 重助君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） この総合戦略の冒頭の町長の挨拶といいますか、そこの

趣旨の中にも、交流から関係、そして定住へという合い言葉、確かに交流から定住へと

いうところに関係という言葉が加わったわけなんですけども、私、申し上げているのは、

９月の一般質問でも言いましたけども、既に週末には草刈りに帰ってくる、姫路に住ん

でいるけども毎週帰ってくるとか、いわゆる地域の共同作業には帰ってこられる方々が

たくさん今現在もおられるわけですよね。そういう方々も含めた今から集落維持につい

てのいろんな事業を進めてほしいということを申し上げたかったんです。以上です。

○議長（安部 重助君） 山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） ちょっと言い回しが違うところかなとは思いますので、考えて

いることは同じであるということを申し上げておきたいと思います。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、ないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３５ 承認第２号

○議長（安部 重助君） 日程第３５、承認第２号、神河町空家等対策計画の策定の件を

議題とします。

承認第２号に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。特にございませんか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） 質疑がないようでございます。質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

日程第３６ 承認第３号

○議長（安部 重助君） 日程第３６、承認第３号、第２期神河町子ども・子育て支援事

業計画及び第２期神河町次世代育成支援対策推進行動計画の策定の件を議題とします。

承認第３号に対する質疑に入ります。

藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。少しばかり資料を入手しましたので、

これは県の担当課から得た資料なんですけども、兵庫県下の昨年の保育所、認定こども

園、この合計数字が各市町、一覧で出ております。トータルをしましたら、少しお知ら

せするんですけども、認定こども園で５０９、公立、私立ね。それから保育所との合算

では ０８６と。この各市町、認定こども園、子供の保育の一元化というようなことで、

保育連携とか、幼稚園型とか、保育所型とか、もちろん隣の町の市川町でも認定こども

園が公立が２カ所と私立が１カ所、屋形のそういう整備が進められております。そうい

う部分がこの子ども・子育て会議、我が町にそういう望んでおられる意見、アンケート

なんかでもたしか出とったと思うんですけども、認定こども園をというような取り組み

が、大変難しい部分があろうかと思うんですけれども、それを乗り越えて、子育て環境

を少しでもよくするんやということで、例えば神崎保育園を、私立を認定こども園に一

本にしてまうと、そういうような移行、私立と公立を移行するような、そういうような

構想でもこういう子ども・子育て会議の中で議論を、そういう言葉すら入ってきてない

ので、一体これどういうことなのかなという、いやいや、もう何か幼稚園は幼稚園やと、

保育園は保育園やというような感じで、どんどん若者が少なくなっていく中でこのまま

置いておくのか、そういう点について少し説明を願いたいと思います。
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神河町の数値を見ても、結構どこの市町も認定こども園、子ども・子育ての環境をよ

くするんやということでは数値としてはどんどんふえていっとんですけども、我が町だ

けはゼロのままでおると。ここら辺について、町長なり、子ども・子育て会議の中で担

当の、教育委員会ですか、教育、保育のあり方を含めて教育委員会の中の考え方も聞か

せていただきたいし、こういうことをやっぱり何が何でも移行するんやと、例えば園児

数が少なかってもエリアごとにこちらは幼稚園型の認定こども園をつくるんやと、隣は

保育園型の認定こども園をつくるんやというような構想があるのかないのか。これは町

長等の、本当に市川町の今の町長がそういう選挙公約を上げて、たしか４年で市川町は

整備をされましたね。それは即、市川町の住民さんにとっては好評のような声も結構聞

いとんですけども、そこら辺も含めて、我が町の幼稚園教育の、保育のあり方とか、そ

ういう部分で、どのようにお考え、構想があるのかないのか、やるのかやらないのか、

お伺いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 入江でございます。幼児教育・保育を含めたことにつきまし

ては、従前から検討をずっと重ねているところでございます。総務文教委員会等でもよ

く報告させていただいておりますけども、この子育て会議の中でも３１ページにも書か

せていただいておりますけども、こども園について、整備を進める方向で考えていくと、

それは従前どおりに考えていっておりますし、検討も重ねておりますし、着実に進んで

いるかなというふうに思っておりますが、以前も申し上げたとおり、保育所は私立であ

る、幼稚園は公立であるという、いわばちょっとそういうふうなハードルがございまし

て、そこを今、うまく乗り越えるべく、努力を重ねているところでございます。保育所

の園長、理事長さんとも話をさせていただいたり、教育委員会でも検討を今重ねている

ところでございます。前向きに取り組んでいるところでございますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 藤原裕和議員。

○議員（９番 藤原 裕和君） ９番、藤原です。今、教育長が言われましたとおり、大

変難しい。ならば、例えばエリアを分けて、例えば公立の認定こども園を１カ所に移行

するんやと、もう１カ所は片一方のエリアに私立の認定こども園をつくるんやと、それ

は痛みをすごく伴うんですけれども、それをしなかったら、ますます兵庫県下、このま

まではこの町の将来の保育の環境は私はだめになってしまうのではないかなと、今でも

ごっつうおくれとるように私は思うんですけども、この各町の整備状況を見ましても、

神河町はゼロやという、ここら辺がとても残念なんですけども、どうでしょう。そこら

辺についてはどのようにお考えでしょうか。

○議長（安部 重助君） 入江教育長。

○教育長（入江多喜夫君） 入江でございます。今の御指摘でございますが、保育所も幼

稚園も今、全力で保育、教育に力を注いでおります。決して神河町の幼児教育が低位で

－２４８－



ありますとか、それから劣っているということは思っておりません。それぞれ頑張って

いただいてますし、子供たちも毎日充実した日を過ごしてくれていると思っております

が、今おっしゃったように、一つ、兵庫県では特にこども園という構想が非常に進んで

いるということも事実でございます。ただ、先ほども申し上げましたように、私立とい

うことになりますと、そこへ公教育ということの価値をどう持っていくのかということ

もございます。その辺のところを今考え合わせながら進めているとこでございますので、

何とぞ御理解をいただきまして、ただ、我が町の幼児教育が決して劣っているものでは

ないということも御理解いただけたらありがたいと思っております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） ほか、ございますか。

〔質疑なし〕

○議長（安部 重助君） ほか、特にないようでございますので、質疑を終結します。

なお、本議案に対する討論、採決は最終日に行いますので、御了承を願います。

・ ・

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

次の本会議は、３月１７日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さまでした。

午後４時２９分散会

－２４９－


